
－１－ 

平成２６年  第３回  まんのう町議会定例会  

まんのう町告示第６１号 

平成２６年第３回まんのう町議会定例会を次のとおり招集する。 

平成２６年８月２６日 

まんのう町長 栗田 隆義 

１．招集日 平成２６年９月９日 

２．場 所 まんのう町役場議場 

平成２６年第３回まんのう町議会定例会会議録（第１号） 

平成２６年９月９日（火曜日）午前 ９時３０分 開会

出 席 議 員  １６名

    １番 竹 林 昌 秀        ２番 川 西 米希子 

    ３番 田 岡 秀 俊        ４番 合 田 正 夫 

    ５番 三 好 郁 雄        ６番 白 川 正 樹 

    ７番 本屋敷   崇        ８番 白 川 年 男 

    ９番 白 川 皆 男       １０番 大 西   樹 

   １１番 藤 田 昌 大       １２番 松 下 一 美 

   １３番 三 好 勝 利       １４番 大 西   豊 

   １５番 川 原 茂 行       １６番 関   洋 三 

欠 席 議 員 な し

会議録署名議員の指名議員 

   １５番 川 原 茂 行        １番 竹 林 昌 秀 

職務のため出席した者の職氏名 

   議 会 事務局長  青 野   進   議会事務局課長補佐  常 包 英 希 

地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

   町 長  栗 田 隆 義   副 町 長  栗 田 昭 彦 

   教 育 長  斉 藤 賢 一   総 務 課 長  齋 部 正 典 
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   企 画 政策課長  髙 嶋 一 博   税 務 課 長  田 岡 一 道 

   住 民 生活課長  森 末 史 博   福 祉保険課長  川 田 正 広 

   会 計 管 理 者  仁 木 正 樹   健 康増進課長  奈 良 泰 子 

建設土地改良課長  池 田 勝 正   産 業 経済課長  久留嶋 一 之 

   琴 南 支 所 長  雨 霧   弘   仲 南 支 所 長  和 泉 博 美 

   学 校 教育課長  尾 﨑 裕 昭   社 会教育課長  脇   隆 博 

   水 道 課 長  天 米 賢 吾   地 籍調査課長  高 橋   守 

○関洋三議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますので、これより平成

２６年第３回まんのう町議会定例会を開会いたします。 

 招集者であります町長の御挨拶をお願いいたします。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長 皆さん、おはようございます。 

 平成２６年第３回９月まんのう町議会定例会を開催いたしましたところ、議員各位にお

かれましては、公私ともにお忙しい中、御参集を賜りましてまことにありがとうございま

す。 

 朝夕は随分と涼しくなり、秋の気配が深まっており、ちょうどきのうは申し分のない夜

空の中で、中秋の名月がさやかに見られたところでございます。 

 また、御心配をかけております満濃中学校につきましては、香川県知事より建築基準法

上の構造関係規定に適合しているとの安全性報告確認のために整合性調査を依頼しており

ました日本建築総合試験所より、結果報告書をもとに９月２０日に町民報告会を予定いた

しておるところでございます。 

 今回、お願いを申し上げておりますのは、平成２５年度決算認定１０件及び議案８件で

ございます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げまして、開会の

挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○関洋三議長  直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 日程に入るに先立ちまして議会報告をいたします。 

 事務局長、青野進君。

○青野議会事務局長  それでは御報告申し上げます。 

 初めに、町長から地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企業法第３０条第４項に基

づく決算認定案件１０件並びに地方自治法第１４９条の規定に基づく議案８件を受理いた

しました。 

 次に、組合議会関係について、平成２６年６月１０日、平成２６年第１回仲多度南部消
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防組合議会臨時会が開催され、専決第１号 専決処分の承認について、仲多度南部消防組

合消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定ほか２件の審議がされております。 

 平成２６年７月３０日、平成２６年第２回香川県後期高齢者医療広域連合議会臨時会が

開催され、議案第７号 香川県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任についてほか

１件の審議がされております。 

 平成２６年８月１８日、平成２６年香川県中部広域競艇事業組合議会８月定例会が開催

され、認定第１号 平成２５年度香川県中部広域競艇事業組合一般会計歳入歳出決算認定

についてほか１件の審議がされております。 

 次に、監査関係ですが、まんのう町監査委員より、平成２６年５月分、６月分の一般会

計収支、各特別会計収支及び水道事業会計収支の出納検査、また、平成２５年度分一般会

計各特別会計及び水道事業会計の定期監査報告が参っております。 

 次に、町長より、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条

第１項の規定により、報告第１号として、平成２５年度まんのう町健全化判断比率及び資

金不足比率についての報告がありましたので、既に配付してある書類をもって報告にかえ

させていただきます。 

 以上で、議会報告を終わります。 

○関洋三議長  議会報告を終わります。 

日程第１ 議会運営委員会報告 

○関洋三議長  日程第１、本日の議事日程等について議会運営委員会の報告を願いま

す。 

 議会運営委員長、白川正樹君。 

○白川正樹議会運営委員長  議会運営委員会の９月定例会運営に関する報告を申し上

げます。 

 ９月３日、午前１０時より、第１委員会室におきまして、町長、副町長、総務課長、議

長同席のもとに、議会運営委員会の委員全員が出席いたしまして、決算認定及び補正予算

の審議方法については、予算決算特別委員会に付託し審議することなど、９月定例会運営

について慎重に審議しました。 

 なお、２５年度一般会計歳入歳出決算認定等、認定第１号から認定第１０号の１０案件

については、９月定例会会期中にできるところまで審査して継続審査とし、決算認定は１

２月定例会の予定です。 

 それでは、お手元に配付されております議事日程第１号について、御説明を申し上げま

す。 

 日程第１ 議会運営委員会報告      議会運営委員長 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 会期の決定   本日より９月２４日の１６日間といたします。 



－４－ 

 日程第４ 町政報告 

 日程第５ 所管事務調査の委員長報告   教育民生常任委員長 

 日程第６ 所管事務調査の委員長報告   建設経済常任委員長 

 日程第７ 所管事務調査の委員長報告   総務常任委員長 

 日程第８ ＰＦＩ事件対策特別委員会の委員長報告   ＰＦＩ事件対策特別委員長 

 日程第９ 認定第１号 平成２５年度まんのう町一般会計歳入歳出決算認定について 

予算決算特別委員会付託 

 日程第１０ 認定第２号 平成２５年度まんのう町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について 予算決算特別委員会付託 

 日程第１１ 認定第３号 平成２５年度まんのう町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について 予算決算特別委員会付託 

 日程第１２ 認定第４号 平成２５年度まんのう町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について 予算決算特別委員会付託 

 日程第１３ 認定第５号 平成２５年度まんのう町診療所特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 予算決算特別委員会付託 

 日程第１４ 認定第６号 平成２５年度まんのう町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定

について 予算決算特別委員会付託 

 日程第１５ 認定第７号 平成２５年度まんのう町下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 予算決算特別委員会付託 

 日程第１６ 認定第８号 平成２５年度まんのう町農業集落排水特別会計歳入歳出決算

認定について 予算決算特別委員会付託 

 日程第１７ 認定第９号 平成２５年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳

出決算認定について 予算決算特別委員会付託 

 日程第１８ 認定第１０号 平成２５年度まんのう町水道事業会計決算認定について 

予算決算特別委員会付託 

 認定第１号から認定第１０号までの１０案件は関連がありますので、一括議題とさせて

いただきます。 

 日程第１９ 議案第１号 まんのう町健やか子ども基金条例の制定について 即決でお

願いいたします。 

 日程第２０ 議案第２号 まんのう町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について 教育民生常任委員会付託 

 日程第２１ 議案第３号 まんのう町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の制定について 教育民生常任委員会付託 

 日程第２２ 議案第４号 まんのう町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について 教育民生常任委員会付託 

 日程第２３ 議案第５号 字の区域の変更について 建設経済常任委員会付託 
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 日程第２４ 議案第６号 香川県中部広域競艇事業組合規約の一部変更について 即決

でお願いします。 

 日程第２５ 議案第７号 平成２６年度まんのう町一般会計補正予算（案）第２号 予

算決算特別委員会付託 

 日程第２６ 議案第８号 平成２６年度まんのう町診療所特別会計補正予算（案）第１

号 即決でお願いします。 

 一般質問は、９月１０日、１１日の本会議で行います。 

 以上の日程で意見の一致を見、午後０時１０分、委員会を閉会いたしました。 

 以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 

○関洋三議長  これをもって、議会運営委員会の委員長報告を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

○関洋三議長  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において、１５番、川原茂

行君、１番、竹林昌秀君を指名いたします。 

日程第３ 会期の決定 

○関洋三議長  日程第３、会期の決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２４日までの１６日間といたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  異議なしと認めます。 

 よって、会期は１６日間と決しました。   （三好郁雄議員退席 午前９時４５分） 

日程第４ 町政報告 

○関洋三議長  日程第４、町政報告を行います。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  それでは、６月定例議会以降の町政報告をさせていただきます。 

 本年は平年並みの梅雨入りとなりましたが、その後、まとまった雨も少なく、少雨傾向

が続いたことで水不足が懸念されていましたが、８月に入り一転して天候不順となり、雨

天が続いたことで農作物の不作が大変心配されておるところであります。 

 また、台風１１号、１２号が続けさまに来襲し、長時間にわたる大雨洪水警報が発令さ
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れたことから、風の影響はさほどでありませんでしたが、河川の氾濫や山間地域における

土砂災害の発生に細心の注意を払いながら、防災気象情報収集を行ったところでございま

す。 

 つきましては、まんのう町水防本部といたしましては、避難が必要な状況が夜間、早朝

となることを想定し、早目の対応策として、山間地域及び山裾の住民の方々へ避難準備情

報を発令いたしましたが、幸いにも大過なく安堵したところでございます。 

 しかしながら、広島市安佐南区では大規模な土砂災害が発生して、７０名を超える死者

や行方不明者が出る大参事となったことに対しては、まことに残念で哀悼の意を表するも

のでございます。 

 これらのことから、今後も本町では情報収集の精度を高め、命を守ることを最優先とし

て、空振りを恐れず早目の防災体制の移行を図りながら、住民に避難準備情報や避難勧告

を発令してまいりたいと考えておりますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 次に、７月末現在の世帯数は昨年同期に比べまして４０世帯の増の７，４１９世帯です

が、人口は１万９，６６２人の２０８人の減となっておるところでございます。 

 また、６５歳以上の高齢者は１６４人増の６，５００人で、高齢化率は３１．８９％か

ら３３．０６％に微増となっており、高齢者世帯や独居世帯を含めた核家族化が確実に進

行していることを如実にあらわしているところでございます。 

 次に、環境衛生関係では、本年３月定例議会でも質問をいただいておりました可燃ごみ

の週２回収集につきましては、早期実現に向けて前向きに検討を進めておりますが、職員

の効率的配置及び車両の手配や公設民営方式による費用対効果を精査しながら、本町に合

ったじんかい業務に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、現在、暫定措置として長尾地区のリサイクルステーションで行っている可燃ごみ

受け入れでは、月平均５０件ほどの御利用をいただいております。 

 次に、琴南地区の町営歯科診療所運営についてでございます。 

 現在、僻地医療を確保するために、琴南地区では内科診療所と歯科診療所がそれぞれ美

合と造田で交互に住民の健康保持のために地域医療業務を行っていただいております。 

 そのうちの歯科診療所においてでございますが、地域住民にとって必要不可欠な保健医

療であり、自治体としても責任を持って存続を図らなければならないと理解しております

が、桁違いの採算性の悪化と毎年増額の一途をたどる高額な財政収支を鑑みて、平成２４

年９月に地区住民代表や専門家等で構成した町の諮問機関であります歯科診療所あり方検

討委員会を設立し、経営改善策をさまざまな角度から御検討いただいたところでございま

す。 

 そして、２年に及ぶ７回の検討委員会で協議を重ねた結果、ことし７月に最終答申書が

私のほうに提出されたところでございます。 

 今後は速やかに答申書を判断基準の一つとして尊重しながら、議会及び住民の皆様とと

もに御相談申し上げながら、最善の結論を見出していきたいと考えております。 
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次に、福祉関係では、本年度中に第６期介護保険事業計画の策定を行うとして、高齢者意

識調査報告、日常生活圏域ニーズ調査報告を第１回策定委員会で御報告いたしました。 

 今後、団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年に向け、地域包括ケア計画の実現のた

めにさまざまな取り組みを発展させ、市町村が主体となった地域づくり、まちづくりを積

極的に進めることとして、２０２５年度の介護需要及び必要な保険料水準を推計しながら、

中長期的視野に立って、目指す目標と具体的施策を明確にすることが求められているとこ

ろでございます。 

 次に、健康増進関係では、本年も６５歳以上の方を対象としたインフルエンザ予防接種

事業を１０月から年度末まで実施いたします。自己負担金は１，０００円とさせていただ

きます。 

 また、新たに公費助成対象として水痘（みずぼうそう）と成人用肺炎球菌ワクチンを同

じく１０月から定期の予防接種といたします。水痘対象者は無料、成人用肺炎球菌ワクチ

ン対象者は２，０００円で御利用できます。 

 次に、多くの期待と要望にお応えして、ことし４月から始まりました子育て支援サービ

ス事業としてのつどいのひろば・ひまわりでは、１日当たり平均で２０人程度の多くの乳

幼児と保護者の御利用をいただいております。これは核家族化により相談相手がいないこ

とでの子育てに不安をお持ちの方や、一時預かり保育を専門の保健師や子育てのベテラン

ボランティアが責任を持って御相談やお預かりすることで、安心して子育てができる環境

が、少しずつではありますが、着実に整ってきたことに対する評価と感じております。 

 今後も子育て支援ボランティアの養成を随時進めていき、スタッフの充実を図ることで

子育て支援充実のまち・まんのうを強くアピールしながら、他自治体との違いを前面に押

し出していきたいと考えております。 

 次に、学校教育関係では、満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業におきまし

て、昨年４月にアリーナの内壁が強度不足から破損する事案等が発生したことでは、設計

施工を行った大成建設が独断で設計変更し施工したことが原因であることが調査及び聞き

取りでも明白となったため、本町は本年６月６日付で大成建設株式会社四国支店に対して

１年間の指名停止処分を科しました。 

 なお、並行して進めておりました香川県による確認申請図面と施工図面との整合性では、

香川県より問題ないとの回答を得たことから、引き続いて国より紹介をいただきました一

般財団法人日本建築総合試験所に本体そのものの建物調査を依頼したところでございます。

９月中旬には調査結果が出る予定でございますので、議員、住民の皆様には報告会を開催

いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

 このような負のイメージの中、８月に図書館を御利用いただいたお客様に満足度アンケ

ートを行いましたところ、２６０人から回答を得ましたので、一部御紹介いたします。 

 所蔵している本やＤＶＤの満足度は７０％、施設の清掃状況は９１％、スタッフ対応に
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至っては９８％が満足と回答しており、快適な文化教育空間が確保されていることが証明

されたと考えております。今後も図書の充実を図りながら、皆に愛される文教の拠点づく

りに努めてまいりたいと思います。 

 次に、国際交流事業の中学生海外派遣につきましては、生徒１７名と引率教諭３名の２

０名が、シンガポールへ８月２１日から２５日までの５泊６日間、海外異文化交流に参加

いたしました。 

 今回は、現地の家庭に滞在しながら、異文化交流も含めての短期留学体験をされたとの

ことで、生きた英語に触れることができた語学研修になったとのことでした。帰着式では

皆元気で、国際社会に触れ合った感動と語学の大切さを肌身で体験されたことで、一回り

たくましくなったと感じたところでございます。 

 ハード事業の主なものでは、児童の増加に対応するため、高篠小学校の増築工事と仲南

地区幼保一体化施設発注を行いました。昨今の資材費や人件費の高騰から、補正予算で増

額をお願いいたしての発注となったため、工事事業者が決定するまで安心できないところ

でありました。 

 また、満濃南小学校と仲南小学校の体育館では、夏休みに合わせて地震崩落対策として

天井撤去工事を実施いたしました。 

 イベントでは、７月１３日に仲南地区帆山でひまわり祭りが盛大に開催されました。県

下だけでなく他府県からの問い合わせも多く寄せられ、終日多くの見学者でにぎわったと

ころであり、本町の大いなる観光振興の一翼を担っていただいていることに敬意を表する

ところでございます。 

 次に、８月２日、３日のまんのうフェスティバルは、住民の皆様に楽しみにしていただ

いておりましたが、台風１２号の接近により大雨警報が発令され、残念ながら当日午後の

行事が中止となったところでございます。これは、今まで３８回を数えるフェスティバル

の中でも極めてまれな事態でございました。 

 このような中、多くの方から花火だけでも開催を求める問い合わせが多くあったことか

ら、来月１０月のかりん祭りの前夜祭として、土器川河川敷で催される太鼓台かきくらべ

とともに花火を打ち上げることといたしましたので、住民の皆様にはいま少しお待ちいた

だき、太鼓台と花火による音と光の共演をお楽しみいただければと考えております。 

 また、夏の風物詩である琴南サマーフェスタでは、３０年に１度と言われた天候不順が

続く中、幸いにも皆の願いが天に通じたようで、ふだんは静かな山合いの会場が懐かしく

帰省された方々との再会の場となり、親交を深めながら夜遅くまで多くの来場者でにぎわ

ったところでございます。 

 商工振興では、高齢者等買い物支援事業として、まんのう町商工会との連携により、昨

年から愛称あいあいマーケットとして仲南地区で実施されていましたが、このたび事業者

の御理解により、琴南地区のひとり暮らしの高齢者の方や買い物に不便を感じている方な

どに対し、車による移動販売や宅配サービスを８月７日より拡大していただいております。 
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 山間部では商店の閉鎖が相次ぐことで住民生活に支障が生じてきており、地域住民から

大変助かっているとの声が届いております。業者の方には御苦労も多いと思いますが、今

後ともお力添えをいただければと思っております。 

 災害関係では、１０万トン以上のため池につきましては全てハザードマップが作成され

ましたので、本年は１０万トン未満で５，０００トン以上のため池３８カ所のハザードマ

ップを作成することといたしました。作成後は影響する地域住民に対し、速やかに地元説

明会を開催していきたいと考えております。 

 財政状況につきましては、平成２５年度決算認定をお願いいたしておりますように、普

通会計の決算状況は実質収支が４億６，７８２万８，０００円の黒字となりました。実質

公債費比率においては８．６％から９．５％と対前年比０．９ポイントの上昇となってお

ります。 

 他の財政状況をあらわす各指標につきましては、経常収支比率が物件費、維持補修費等

経常経費の増加と町税及び地方交付税等の一般財源収入の減少により１．４ポイント上昇

しているなど、今後とも行財政改革と財政基盤の安定強化に努めてまいりますので、御理

解、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございますが、６月定例議会以降の町政の一端を御報告申し上げました。 

 なお、お手元に町政報告を御配付いたしておりますので、お目通しいただきますようお

願い申し上げます。 

○関洋三議長  町政報告を終わります。 

日程第５ 所管事務調査の委員長報告（教育民生常任委員長） 

○関洋三議長  日程第５、所管事務調査の委員長報告の件を議題といたします。 

 教育民生常任委員会の所管事務調査について委員長の報告を求めます。 

 教育民生常任委員長、田岡秀俊君。 

○田岡秀俊教育民生常任委員長  それでは、教育民生常任委員会の委員長報告を行い

ます。 

 去る８月１２日、午前９時３０分より、第１委員会室におきまして、委員５人、議長同

席のもと、執行部より、町長、副町長、教育長、総務課長、学校教育課長の出席により、

教育民生常任委員会を開催いたしました。 

 議題は所管事務調査について、その他であります。 

 町長挨拶の後、真鍋令建築設計事務所設計で本年２月に竣工した三豊市立三野保育所の

現地視察を行った後、第１委員会室に戻り、学校教育課長、琴南支所長より報告を受けま

した。 

 まず、学校教育課長より、平成２５年度繰越事業の４件の工事発注の報告がありました。

四条小学校校舎棟空調機器工事はつじむら住設（株）が、高篠小学校校舎棟空調機器工事

は四国温調（株）が、満濃南小学校屋内運動場天井撤去工事はつじむら住設（株）、仲南



－１０－ 

小学校屋内運動場天井撤去工事は山下建設が指名競争入札によりそれぞれ受注したとの報

告がありました。 

 委員より、空調工事入札に関する質疑があり、執行部より、町内業者による入札であっ

たこと、教室数はそれぞれ１５室であるとの説明がありました。 

 次に、琴南支所長より、まんのう町立歯科診療所のあり方について、検討委員会より最

終答申書が町の方に出されたとの報告がありました。 

 委員より、答申を受けての今後の町の方針についての質疑があり、執行部より、僻地診

療はもうけることが目的ではなく、ある程度の赤字は仕方がないが、現在の状況は限界を

超えていると思う。答申を尊重し町としてあり方を検討していくとのことでありました。 

 以上、所管事務調査を行い、午後１２時２５分に委員会を閉会いたしました。 

 去る８月２５日、午前９時３０分より、第１委員会室におきまして、委員５人全員、議

長同席のもと、執行部より、町長、副町長、教育長、総務課長、所管課長全員の出席によ

り、教育民生常任委員会を開催いたしました。 

 議題は所管事務調査について、その他であります。 

 町長挨拶の後、各課より報告を受けました。 

 まず、琴南支所長より、内科・歯科両診療所の本年４月から７月の診療状況について、

対前年度比で件数、延べ人数、診療報酬とも内科７から１９％、歯科４から１６％ほど減

となっているとの報告を受けました。 

 委員より、歯科診療所の経営状況、赤字の現状をどうするのか質疑があり、執行部より、

全員協議会で説明したとおり、検討委員会の答申に沿って公設民営化の方向で考えたい。

今後は訪問診療、口腔衛生にも力を入れていく方針であるとの答弁がありました。 

 委員より、地域、患者に信頼される先生でなければならないとの意見がありました。 

 また、委員より、どれくらいの患者を診れば採算がとれるのかとの質疑があり、執行部

より、１日平均２０人以上である。内科は患者数は減ってはいるが月当たり６００人以上

でありとんとんである。歯科は月当たり２００人以下となっており、国からの交付金、町

からの繰出金で成り立っている状態であるとの答弁がありました。 

 次に、住民生活課長より、行事報告、人口・世帯数等の報告、火葬事業は年々自宅葬が

減り会館葬がふえてきていること、し尿収集事業の現状について、可燃ごみの週２回収集

に向けての検討資料の説明がありました。 

 委員より、山間地域は２回収集するのであればほかのことをしてほしいという意見もあ

る。自治会長会等で話をしてほしいとの意見があり、また他の委員より、山間地域でも高

齢化が進み、２回収集の要望はあるとの意見もありました。 

 執行部より、現実には、特に四条・高篠地区では子育て世帯より強い要望があるが、山

間地域でも要望はある。全国的にも地域で差をつけているところは少ない。住民との話し

合いの場を持ちたいとの答弁がありました。 

 また、委員より、浄化槽設置補助事業の推進状況について質疑があり、執行部より、浄
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化槽の新設はほとんどが新築のところであり、古い家はくみ取りのままのところが多いと

の答弁がありました。 

 委員より、今後、河川水質浄化のため、くみ取りのところを浄化槽に変更を促していく

べきではとの意見がありました。 

 また、委員より、リサイクルステーションまんのうの利用状況について質疑があり、執

行部より、４月に開設して８月２２日までで、全町で２４０件の搬入があったとの報告が

ありました。 

 次に、健康増進課より、各種行事、事業報告、交付等の実績報告、特定健診の実績報告、

水ぼうそう・成人用肺炎球菌ワクチンの１０月からの定期接種、６５歳以上のインフルエ

ンザ予防接種のお知らせ、かんたんフィットネス利用状況、温泉送迎バスの利用状況、子

育て支援つどいのひろば利用状況（１日当たり平均１９人）、子育て支援ボランティアに

３１名応募があって、２５名が修了し、２０名が登録したこと、健康講演会に約２８０名

の参加があったこと、自殺予防対策としてメンタルヘルスサポーターフォローアップ研修

を行うこと、健康増進課前の駐車場は現在整備中であり、９月末までに１００台ほどのス

ペースができる予定であることなどの報告がありました。 

 委員より、健康のため、温泉、フィットネスなどはもっと住民にＰＲすべきではとの意

見がありました。             （白川年男議員退席 午前１０時１２分） 

 また、委員より、訪問指導について質疑があり、執行部より、出産前後に家庭に訪問し

て適切な指導、助言を行っている。病院とか家族から依頼がある場合もある。保健師が行

くとの答弁がありました。 

 また、委員より、健康教育について質疑があり、執行部より、各種講演会とか未楽来運

動教室で健康づくりの啓発活動を行っているとの答弁がありました。 

 また、委員より、メンタルヘルスサポーターフォローアップ研修について質疑があり、

執行部より、心の健康づくりや自殺予防活動に関する基礎的な知識、技術を身につけ、ボ

ランティアとして見守り活動をしていただける人を養成する研修であるとの答弁がありま

した。 

 ほかにもつどいのひろばの活動状況、一時預かりの状況などの質疑があり、それぞれ説

明、答弁がありました。 

 次に、福祉保険課より、各種事業報告、在宅福祉事業のニーズ把握のための世帯実態調

査で、平成２５年現在で町内ひとり暮らし高齢者６０１名、高齢者世帯８４２世帯、要介

護者９８名であったこと、障害者自立支援給付に関する行政事件訴訟の経過報告、乳幼児

医療、重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療の状況、臨時福祉給付金、子育て世帯臨

時特例給付金の申請状況、国民健康保険給付の状況、麻田病院の不正・不当請求に係る返

還金について、後期高齢者医療の状況、高齢者慰問１００歳１１名、１０１歳以上７名に

ついて、敬老会のことしの予定、見直しの経過と課題について、高齢者福祉計画及び第６

期介護保険事業計画の策定について、地域包括ケアシステム、日常生活圏域ニーズ調査結
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果の報告と説明がありました。 

 委員より、地域包括ケアシステムの策定について、要介護３以上でなければ特養に入れ

ないとなっているが、待機者の中で該当者はどれくらいいるのか。また、入所申請できる

要介護度はとの質疑があり、執行部より、入所申請は要介護１以上ならできるが、正友会

関係で入所申込者は現在６５０名ほどおり、約３年待ちの状況である。今、入所している

要介護２以下の人は今後もそのままであり、今後、認知症など特例として要介護２以下で

も入れることはあるとの答弁がありました。 

 また、委員より、第６期介護保険事業計画の策定は３年間でなく２０２５年を見通すこ

とが必要だと思うとの意見があり、執行部より、資料にもあるとおり、当然２０２５年ま

で見通しての策定となるとの答弁がありました。 

 また、委員より、障害者自立支援給付に関する行政事件訴訟の経過について質疑があり、

執行部より、６月２５日の公判においては、町側の支給決定の根拠を出しなさいと言われ

ている。次回１０月２０日には、それを出した上で審議になるとの答弁がありました。 

 また、委員より、町内の福祉避難所について質疑があり、執行部より、今のところ町内

の指定はない。今後、政友会等とも話をしていくとの答弁がありました。 

 また、委員より、民生児童委員について受け持ちエリア、世帯数などのデータを出して

ほしい。人口がふえているところと減っているところでは負担の違いが出てきているので

はないか。何らかの手だては必要ではないかとの質疑があり、執行部より、実際、民生委

員協議会の中でもそういうことは出ているが、エリアは世帯数だけでなく面積も勘案しな

ければならない。今のところ、現在のままでお願いするしかないと考えているとの答弁が

ありました。               （白川年男議員着席 午前１０時１５分） 

 ほかにも、麻田病院の不正・不当請求に係る返還金について質疑答弁があり、また、医

療カード、アイバンク制度を推進すべきとの意見もありました。 

 次に、学校教育課より、各種行事報告、平成２６年８月現在の町内児童・生徒・入所児

数の報告、教師塾を６月１日、８月２日に行ったこと、７月２７日にさかいで・なかたど

算数・数学オリンピックがあり、町内より小学生１３人、中学生６人が参加したこと、教

育委員会制度が来年４月より変わること、９月定例議会に４条例を上程する予定であるこ

と、仲南幼保施設のカリキュラムは９月中に示す予定であること、健やか子ども基金につ

いて、県より総額１億１，０００万円のうち、まんのう町に４１０万円分配されること、

仲南幼保施設の起工式が９月３日に行われることなどについて報告、説明がありました。 

 委員より、教育委員は、自治体の大小にかかわらず５人であるのはどういうわけかとの

質疑があり、執行部より、人口比で人数を選ぶのではなく、教育について審議をし、方針

を決めるのが主な役割である。法律により原則５人と定められているとの答弁がありまし

た。                    

 また、委員より、子供一人当たりの教育費の額を出してほしい。貧困世帯の教育をよく

考えてほしいとの意見がありました。 
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 また、委員より、放課後児童クラブの利用は基本３年生までだが、６年生までにできな

いのかとの質疑があり、執行部より、定員４０人程度までの制限もある。施設、支援員の

確保という課題もある。今後、検討していくとの答弁がありました。 

 また、委員より、算数・数学オリンピックについて、表彰で学校名を公表しないのはな

ぜかとの質疑があり、執行部より、競争意識をあおるものではなく、算数・数学に興味を

持たせる取り組みであるためとの答弁がありました。 

 また、委員より、仲南幼保施設の保育料について質疑があり、執行部より、現在より上

がらない方法で考えている。ただ、第３子の３歳児の場合、検討が必要であるとの答弁が

ありました。 

 また、委員より、仲南幼保施設のカリキュラムはいつ保護者のほうに示すのか。園の組

織ができてからになるのかとの質疑があり、執行部より、現在、保育所、幼稚園の先生方

で協議している。その後、教育委員会で調整し、保護者、議会にも示す予定である。大枠

の基本的カリキュラムを決める。行事など細かいことは、今、決められないこともあると

の答弁がありました。 

 また、委員より、仲南幼保施設の給食調理は経費節減を考えると、施設内で幼保一緒に

できないのかとの質疑があり、執行部より、今のところ、幼稚園部は基本的に小学校のメ

ニューに沿って行う予定であり、別にと考えている。小１プロブレム等もあり、食育も考

えていくとの答弁がありました。 

 次に、社会教育課より、各種行事報告、町立図書館の利用状況は、現在、登録者数月平

均１５０名前後、貸出冊数月当たり約１万冊で推移していること、スポーツセンターまん

のうの利用状況は月当たり７００名前後、まんのう天文台の利用状況は４月から７月で、

３１０名（うち町内８５％）であったこと、８月は天候不順でキャンセルが多かったこと、

図書館アンケートを行い２６０人（うち町内６６％）より回答を得た内容の説明、丸亀市

本島のイルカ村が７月にオープンしたことなどの報告を受けました。 

 委員より、図書館についてアンケートの中にもあるように、住民から閉館時間を延ばせ

ないかとの要望がある。また、入り口ゲートが狭いとの声も聞くとの質疑があり、執行部

より、今後、アンケート結果なども図書館運営者に示し協議していくとの答弁がありまし

た。 

 また、委員より、スポーツセンターまんのうでバレーボールとか剣道の大会をもっとや

るべきではないかとの意見がありました。 

 以上、所管事務調査を行い、午後５時５分に委員会を閉会いたしました。 

 以上で、教育民生常任委員会の委員長報告を終わります。 

○関洋三議長  これをもって、教育民生常任委員会の所管事務調査に関する委員長報

告を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 ７番、質疑、本屋敷崇君。 
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○本屋敷崇議員  何点か、入札の報告があったと思うんですけど、指名競争入札で委

員のほうから業者が町内業者のみなのかというような話もあったんですけれども、それは

指名行為によって町内業者だけにくくっているものなのかどうかが１点。 

 あと２点目として、ごみ収集の話がありましたけども、処理計画の変更を毎年町長がつ

くらなければならないというふうなものになってまして、第５条ですね、その計画を変え

るだけで委員が言っている部分は可能なんですけれども、もう一般質問で長らく２年、３

年前ぐらいから出よる話なんですけれども、まさしくそのとおりだろうなと思うんですが、

教育民生常任委員会のほうから条例変更などをする気があるのかないのかが１点。 

 あと仲南一体化施設においてカリキュラムを現在制作中であるというような報告があり

ましたけれども、６月議会のときに、建物をつくる前にカリキュラムができておるべきで

はないのかというような話もありましたけれども、その現状が、今、どうなっているのか

という、ちょっと詳しい話をお願いしたいなと思います。 

○関洋三議長  答弁、３番、委員長。 

○田岡秀俊教育民生常任委員長  本屋敷議員の質問にお答えいたします。 

 まず、最初の空調入札工事について、町内業者だけなのかということですが、先ほどの

答弁のとおりで、町内業者に限定したとか、結果的に町内業者だけになったとか、そのあ

たりの詳しい報告はありませんでした。結果的には町内業者だけによる入札であったとい

うことです。 

 それからごみ収集については、教育民生常任委員会のほうで条例の変更等を考えている

のか、予定はどうかという質問だったと思いますが、そのあたりはまだ全く協議はいたし

ておりません。 

 そして３つ目が、仲南幼保のカリキュラムの件ですが、これは６月定例のときにもいろ

いろと議員のほうより御指摘があった部分です。それで常任委員会の中でもそのあたりに

ついても聞きました。執行部のほうからは、今、協議中で、先ほどの答弁のところのまま

でありますが、９月中には当然保護者にも議会にも示すという答弁でありました。以上で

す。 

○関洋三議長  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

 次の日程に入る前ですけども、途中になりますが、議場の時計で１０時４５分まで休憩

をいたします。 

休憩 午前１０時２９分 

  （藤田昌大議員、三好勝利議員退席 午前１０時２９分） 

再開 午前１０時４５分 

○関洋三議長  休憩を戻して、会議を再開いたします。 
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日程第６ 所管事務調査の委員長報告（建設経済常任委員長）

○関洋三議長  日程第６、所管事務調査の委員長報告の件を議題といたします。 

 建設経済常任委員会の所管事務調査について委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長、川原茂行君。 

○川原茂行建設経済常任委員長  建設経済常任委員会の委員長報告を行います。 

 去る７月２８日、午前９時３０分より、全員協議会室におきまして、委員全員、議長同

席し、執行部より、町長、副町長、総務課長、所管課課長全員出席のもと、建設経済常任

委員会を開催いたしました。 

 議題は、建設経済関係の所管事務調査、その他であります。 

 町長挨拶の後、仲南前山地区町有林の有効利用を図る目的で、メガソーラー発電施設の

事業誘致について調査、研究するため、坂出市の塩田跡地にある類似施設を視察し、関係

者から説明を受けました。 

 その後、全員協議会室に戻り、建設土地改良課よりため池ハザードマップ作成業務に公

募型プロポーザル方式による入札を予定していることや、道徳寺橋かけかえ工事の下部工

事の進捗状況、上部工事の入札結果等について報告がありました。 

 委員より、公募型プロポーザル方式における技術提案書の評価方法や、見積額の評価点

の取り扱いについて質疑があり、執行部より、評価は絶対評価とし、見積点については適

正範囲におさまっていない場合は配点できないとの説明がありました。 

 次に、産業経済課より、メガソーラー発電施設の企業誘致についてＪＡＧ国際エナジー

と協議中であるが、前山地区町有地約３ヘクタールを事業用地として貸し付ければ、年間

約３００万円の賃貸収益が入ることになる。なお、事業者側が１キロワット当たり４０円

の売電価格を確保するために、８月末までに賃貸借契約を締結することとなるとの説明が

ありました。 

 委員より、契約先の会社概要や事業実績等を精査し、事業撤退時の想定も行った上で慎

重に企業選考を行う必要があるとの意見がありました。 

 また、委員より、賃料について、１平方メートル当たり１１０円の根拠と妥当性につい

て質疑があり、執行部より、経済産業省や太陽光発電協会が公表しているデータを参考と

したが、送電距離が遠い等の諸条件を加味した上での提示額となっているとの説明があり、

委員より、単価交渉の余地はあるのではないかとの意見がありました。 

 委員より、町有地の貸し付けに係る事案であり、全員協議会で周知しておくべきである

との意見があり、議長に申し出ることとしました。 

 以上、所管事務調査を行い、午後２時３０分に委員会を閉会いたしました。 

 続いて、去る８月２１日、午前９時３０分より第１委員会室におきまして、委員全員、

議長同席し、執行部より、町長、副町長、総務課長、所管課長全員出席のもと、建設経済

常任委員会を開催いたしました。 

 議題は建設経済関係の所管事務調査、その他であります。 
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 まず、現地調査のため、山脇地区の黒部川、江畑地区の東谷川の普通河川の被災現場に

行きました。次に、長谷地区の町道長谷・吹佐古線の道路被災現場を見た後、琴南総合セ

ンターの玄関前で行われている高齢者等買い物支援事業の移動販売を視察いたしました。 

 その後、第１委員会室に戻り、所管課より事務報告を受けました。 

 まず、地籍調査課長より、平成２６年度地籍調査測量業務委託先について、入札の結果、

三島開発コンサルタント株式会社と契約したこと、本年度の調査対象地区を炭所西字塩田

から字一本松までとしたこと、字一本松の地図混乱地区の取り扱い等について説明と報告

がありました。 

 委員より、地図混乱地区内で地権者間の和解が得られなかった場合はどうなるのかとの

質疑があり、執行部より、地権者全員の了承がなければ地図混乱地区全体が白地として地

籍図から抜けることになるとの説明がありました。 

 次に、産業経済課長より、農業委員会研修、定例会等の実施状況報告、農林振興関係で

有害鳥獣被害防止対策でイノシシ侵入防止柵約２キロメートル分を本目地区に納品したこ

と、仲南地区町有林造林事業で下刈りを仲南町森林組合に委託したこと、商工観光関係で

琴南地区のいきいきふれあいサロンの開催に合わせ、高齢者等買い物支援の移動販売を開

始したこと、太陽光発電事業用地として前山地区町有地を利用する計画について地元説明

会を行ったこと、台風のため中止となったまんのうフェスティバルの花火大会を１０月２

５日、先ほど、町長からの挨拶にもありましたが、かりんまつり太鼓台かきくらべのとき

に実施する予定であることなどの報告がありました。 

 委員より、災害対策や道路維持の観点から、町道沿線や住宅地に隣接する造林地につい

て１００％の間伐補助を生かし実施するよう指導してはどうかとの意見があり、執行部よ

り、森林組合に相談していきたいとの答弁でありました。 

 また、委員より、太陽光発電事業計画地の雨水排水や道路の問題、地元雇用等について

質疑があり、執行部より、排水問題については事業者が県との協議の中で計画をする。ま

た、道路問題については事業者が敷地の外周に代替の道路をつくる予定であること、地元

雇用については草刈り程度の作業となる見込みであるとの答弁でありました。 

 また、委員より、まんのう町を全国的にＰＲしていく目的で満濃池を釣りの聖地と位置

づけ、外来魚駆除対策も兼ねて釣りを解禁するよう働きかけてはどうかとの意見があり、

執行部より、今のところ、満濃池土地改良区や淡水漁業組合にはその意向はないとのこと

であるが、庁内で検討したいとの答弁でありました。 

 次に、建設土地改良課長より、土地改良・公共土木等の事業進捗状況、ため池の貯水状

況、下水道・農業集落排水事業報告の後、台風１１号により道路２件、河川３件、農地２

件の災害が発生したとの報告がありました。 

 委員より、町道の災害現場について土砂を取り除き、利用者のために通行だけでも確保

してはどうかとの意見があり、執行部より、現場はのり面が長大で排土することにより再

度崩落が起き、上部の道路にまで影響を及ぼすことが懸念されるから見合わせているとの
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説明でありました。 

 また、委員より、町で決めている建設事業者の格付に係る請負工事標準額について、Ｃ

ランクの事業者が受注できる工事が少なく工事実績も積めないことから、工事標準額を増

額するように見直してはどうかとの意見があり、執行部より、Ｃランクの事業者は二十数

社あり、現在の枠より大きな工事を発注する場合は、事業者の施工能力が問題となり検討

を要するが、地元業者の育成も考慮した上で、行政としての理想形を検討していきたいと

の答弁でありました。 

 次に、水道課長より、水道法に定められている水質検査の結果、全ての水道水は水質基

準を満たしていたこと、かび臭の原因物質についても満濃池原水・水道水ともに基準値未

満で異常がなかったこと、総トリハロメタン濃度についても各浄水場とも基準値以下であ

ったこと、高屋原浄水場系で漏水改修工事をした結果、月間の有収率が９０％を超えたこ

と、他の浄水場についても２年以内をめどに漏水調査を完了し、目標の９０％を達成した

いことなどの報告がありました。      （三好郁雄議員着席 午前１０時４９分） 

 また、香川県水道事業体広域化について、県内の水道事業者が広域化に参加するか否か

を判断するための基準事項の取りまとめの概要で、業務運営の方針、組織体制、職員に関

する方針、施設整備及び事業費に関する方針、財政運営、水道料金、一般会計への費用負

担の方針について説明がありました。 

 次に、今後の予定として１０月中旬に県内首長会を開催し、この基本的事項の取りまと

めの案の採択を図り、同意が得られれば広域化に参加するとした市町においては、年度末

までには議会の議決を得ておく必要があるとの説明がありました。 

 委員より、広域水道事業に対する本町の対応について質疑があり、執行部より、参画の

メリット、デメリットを精査した上で首長が最終判断するとの答弁でありました。 

 また、委員より、広域水道事業に参画した場合と従来どおり単独で水道事業を行った場

合の水道料金の長期的な推移予測について試算をする必要があるのではないかとの意見が

あり、執行部より、平成２８年度より簡易水道会計と上水道会計が一本化されるため、将

来の水道料金の試算を行っているところであるとの答弁でありました。 

 また、委員より、自己水源で賄えている本町が広域水道事業に参画するメリットはある

のか、水利権を放棄することにつながるのではないのかとの意見があり、執行部より、広

域の計画では四条浄水場エリア全域が県水受水区域となるため、渇水時に同一町内におい

て給水制限を受ける地区と受けない地区が混在するようになることや、広域水道事業で設

定されている水道料金が現在の料金の１．５倍強となることから、住民の理解が得られる

かどうか、また中讃ブロック内の近隣の市町が一つでも不参加になる場合は、計画自体が

頓挫することになるとの答弁でありました。 

 委員より、香川県広域水道事業体検討協議会が作成した資料以外に、町独自で各種資料

をつくり再度検討すべきであるとの意見があり、この問題について近々に委員会を開催す

ることとなりました。 
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 以上、所管事務調査を行い、午後５時４０分に委員会を閉会いたしました。 

 以上で、建設経済常任委員会の委員長報告を終わります。 

○関洋三議長  これをもって、建設経済常任委員会の所管事務調査に関する委員長報

告を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

日程第７ 所管事務調査の委員長報告（総務常任委員長）

○関洋三議長  日程第７、所管事務調査の委員長報告の件を議題といたします。 

 総務常任委員会の所管事務調査について、委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員長、松下一美君。 

○松下一美総務常任委員長  総務常任委員会の委員長報告を行います。 

 去る８月２７日、午前９時３０分より、第１委員会室におきまして、委員全員、執行部

より、副町長、所管課長全員出席のもと、総務常任委員会を開催しました。 

 議題は、所管事務調査、その他についてであります。 

 まず、総務課長より、５月以降の事業報告、火災や交通事故の発生状況、高齢者免許返

納者状況、選挙人名簿登録者報告、防災出前講習状況、台風１２号、１１号に伴い水防本

部や避難所を設置した経過等について報告がありました。 

 事業報告の中では、最終処分場のエコランド林ヶ谷の埋め立てのかさ上げをして延命す

る計画を地元自治会や水利組合等と協議していることや、仲南地区大地震想定防災訓練を

行ったことなどについて報告がありました。 

 委員より、防災面で土砂災害警戒区域について全地域漏れなく適正に指定が行われてい

るのかとの質疑があり、執行部より、警戒区域は県が指定をすることとなり、現在のとこ

ろ現地調査は琴南地区が完了し、今は仲南地区の調査に入っていること、そして指定には

イエローゾーンの土砂災害警戒区域とレッドゾーンの特別警戒区域があり、レッドゾーン

に指定された場合は、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われると

の説明を琴南地区の住民には順次行っており、警戒区域指定に理解を求めているところで

あるとの答弁がありました。 

 委員から、平成１６年に満濃地区の長尾で起きたような集中豪雨による土砂災害がいつ

どこで発生するのか予測できない状況であるので、未調査地域について早急に調査し、対

策を講じる必要があるとの意見があり、執行部より、香川県に速やかな調査を依頼してい

くとの回答でした。 

 また、委員より、公共施設に設置している自動体外式除細動器（ＡＥＤ）について、消

防署や施設管理者と連携して緊急時に有効活用できる連絡体制を整備しておくべきである

との意見がありました。 
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 また、委員より、避難準備情報の発令や避難所の設置の判断基準について質疑があり、

執行部より、気象台と連絡をとりながらその都度判断をしていること、発令前に自主的に

避難をする人がいる場合は避難所に職員を派遣し、受け入れするように努めているとの答

弁がありました。 

 また、委員より、高齢者や体の不自由な人などが避難する場合の支援対策について質疑

があり、執行部より、災害時要援護者避難支援プランを活用してもらうよう推進していき

たいとの答弁がありました。 

 次に、会計室より、平成２５年度の一般会計・特別会計歳入歳出決算の調整が完了し、

決算書及び各調書を町長に提出したこと、一般会計の歳入決算額が１０３億１，８１５万

３，８０７円、歳出決算額が９６億１，４０７万６，４７７円、差し引き残額が７億４０

７万７，３３０円となり、翌年度へ繰り越すべき財源は２億７７３万１，０００円、翌年

度へ繰越額は４億９，６３４万６，３３０円となったこと、７月末現在の財政調整基金の

総額は４２億１，１７５万３，３７６円になっているとの報告がありました。 

 次に、企画政策課より、定住自立圏形成について調整会議や懇談会を開催しているが、

重大な変更点はないこと、出資法人関係でことなみ振興公社、仲南振興公社の第１四半期

決算は昨年度と大きな変化はないこと、地域公共交通対策事業について、現在、あいあい

タクシーのシステムの更新業務を発注していること、町境で琴平町の眼科への乗り入れの

件について町内のタクシー事業者と協議したが、事業者の理解が得られなかったとの報告

がありました。 

 委員より、仲南振興公社の産直市の売り上げが落ちているが、丸亀で建設されている農

協の大型産直店に農家や顧客が流れることが予想され、今後、産直市を運営していく上で

影響があると思われ、一層の赤字解消に向けた経営指導をしていくべきではないのかとの

意見があり、執行部より、産直市が先細りにならないよう知恵を出して取り組んでいきた

い。また、事業目的が利益を追求するのではなく、住民福祉や地域おこしに重点を置いた

施策であるので、そのあたりも含め考慮していかなければいけないが、経営上の限界につ

いても線引きをしておく必要はあると思っているとの答弁がありました。 

 また、委員より、あいあいタクシー運行エリアの見直しに関して経過報告が求められ、

執行部より、町、商工会、町内タクシー事業者の三者協議において運行エリアの拡大を提

案したが、当初計画からの変更については業者の理解を得られなかったが、今後、利用者

の利便性を向上させるために、引き続き前向きに交渉を行っていきたいとの説明がありま

した。                  （三好勝利議員着席 午前１１時０７分） 

 次に、税務課より、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料で納税義務者数と調定額が

前年比で微減となったこと、介護保険料で納税義務者数２．５ポイント、調定額４．４ポ

イントそれぞれ増となり、団塊の世代が６５歳を迎え加入者が増加したことによるもので

あるとの報告がありました。 

 次に、琴南支所より、琴南イベント協会実行委員会、琴南地区合同運動会実行委員会、
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ことなみサマーフェスタ開催等の事業報告がありました。 

 次に、仲南支所より、仲南地区バレーボール大会の打ち合わせ、仲南地区大地震想定防

災訓練等の事業、仲南支所駐車場整備工事、舗装工事が完了したとの報告がありました。 

 委員より、防災訓練の仕方について仲南地区の全自治会が一律の避難行動をとるのでは

なく、地理条件や構成員等が自治会ごとに異なるため、実情に即した訓練メニューとなる

よう工夫をするべきであるとの意見がありました。 

 以上、所管事務調査を行い、午後１時３５分に委員会を閉会いたしました。 

 以上で、総務常任委員会の委員長報告を終わります。 

○関洋三議長  これをもって、総務常任委員会の所管事務調査に関する委員長報告を

終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 ７番、質疑を認めます。本屋敷崇君。 

○本屋敷崇議員  あいあいタクシーの件なんですけども、仲南タクシー業者の賛成が

得られなかったとあるんですが、当初計画からの変更を認めない理由というものが示され

ているのかどうかというのは委員会の中で話があったのかどうかだけ。 

○関洋三議長  答弁、松下委員長。 

○松下一美総務常任委員長  これは一般質問の中でも行われておりましたが、なかな

か課長の説明によりますと、いろいろ業者間での調整をしていき、今後も引き続いて行っ

ていくという答弁でありました。 

○関洋三議長  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

日程第８ ＰＦＩ事件対策特別委員会の委員長報告（ＰＦＩ事件対策特別委員長） 

○関洋三議長  続いて、日程第８、ＰＦＩ事件対策特別委員会の委員長報告の件を議

題といたします。 

 ＰＦＩ事件対策特別委員会の委員長の報告を求めます。 

 ＰＦＩ事件対策特別委員会委員長、本屋敷崇君。 

○本屋敷崇ＰＦＩ事件対策特別委員長  それでは、６月議会以降のＰＦＩ事件対策特

別委員会の委員長報告を行います。 

 去る６月２９日、午前１０時より、第三者の調査委員会による建物調査最終報告の説明

をいただきました。 

 前回の報告で構造部分の報告が終わっていましたが、今回新たに意匠(仕上げ等）、設

備（電気、空調等）、内訳書の報告が上がってきました。 

 結果から言いますと、かなりの数の相違箇所が上がってきました。 

 意匠部分では１，１１６項目、設備部分では１２９項目の要確認の相違があるとのこと
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です。 

 さらに、午後１３時３０分より、第三者の調査委員会の委員長である高知工科大学の中

田教授による住民説明会を行いました。午前中に議会に説明した内容を住民の方に説明し

ていただき、住民より、今後の調査はどれくらいの期間を見込んでいるかとの質問等を受

け、何とかことし中に調査を終わらせたいと答えさせていただきました。 

 去る７月８日、 ９時３０分より参考人招致について話し合いを行いました。 

 かねてより委員のほうから関係者の参考人招致を行いたいという申し入れがあり、今回

の事業に参加した大成建設株式会社、シーラカンスＫ＆Ｈ株式会社、山下設計株式会社、

日本ＥＲＩ株式会社の参考人招致を行うことになりました。 

 それを受けて、７月１４日、大成建設株式会社、７月１７日、シーラカンスＫ＆Ｈ株式

会社及び山下設計株式会社、７月１８日、日本ＥＲＩ株式会社の参考人招致を行いました。 

 大成建設株式会社の参考人招致では、各委員より、体育館の部材変更や各無断変更にお

ける事実確認の質問があり、無断変更に至った経緯として、社内の管理等が行き届いてい

なかったことなどを反省していること、町とのＰＦＩ事業の契約の部分は設計書ではなく

要求水準書であるということ、ＰＦＩ契約を履行できていると言えないなどの答えをいた

だき、また各委員が文章で質問した事項にも各返答をいただき、今後も問題解決に向けて

情報共有を行うこととしました。 

 シーラカンスＫ＆Ｈ株式会社、山下設計株式会社は、工事において大きな役割を占める

監理業務を行っていたので、委員より多くの質問も出てまいりました。 

 監理業務の仕事としては、工事が設計書どおりに行われているのかを施主の立場になっ

て専門的な見地から助言、検査していくものであります。 

 今回は、監理者に報告していない変更箇所も現時点で数十カ所存在していますので、こ

れに関しては問題外ですが、ほかの変更箇所については、普通の公共事業では監理契約を

結んでいるのが町ですので、施主は町であり、監理者の報告も町になるのですが、ＰＦＩ

事業では監理契約を結んでいるのがＳＰＣ（特別目的会社）のまんでがんパートナーズと

いうことになり、変更の部分も監理者の報告はまんでがんパートナーズとなっているとい

うことがわかりました。 

 委員の中からは、それは理解したが、体育館の内壁下工事などの不良工事は写真が少な

いことなどを考えれば、監理者としての業務の中で注意すべきであったのではないかとの

質問も上がりました。 

 先方からは、監理者としてもう一度精査したいという答弁がありました。 

 日本ＥＲＩ株式会社での参考人招致では、確認申請における構造図面と設計図に相違が

あることにおいて質問がありました。 

 通常ではあり得ないことであるということでしたが、詳しい部分においては、申請者が

まんでがんパートナーズであるので、そこに契約上の秘匿義務が入るということで話を聞

くことはできませんでした。 
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 委員から、確認申請は大臣許可のもので、しかも公共工事であり、今回の事業の施主は

明らかにまんのう町であるので、秘匿事項には値しないのではないかという意見も出まし

たが、結局は平行線でした。 

 去る７月２５日、１３時３０分より、さきの参考人招致を受けて、今後の対応について

話し合いを行いました。 

 参考人招致の結果もあり、１次調査（図面の突合）が終わり２次調査に入る予定でした

が、中田先生の第三者委員会の指摘を受け、やみくもに現場を検査するのではなく、とり

あえず契約の相手方である特別目的会社のまんでがんパートナーズに対し、竣工図と現場

との相違点を報告させるということになりました。ということで、後日、まんでがんパー

トナーズを議会に招致し、それができるかどうかを聞いた上で判断をしていくことになり

ました。 

 それを受けて、８月１１日にＰＦＩ事業のおける契約の相手方であるＳＰＣ（特別目的

会社）のまんでがんパートナーズの参考人招致を行いました。 

 当初、委員のほうから質問が出たのは、ＰＦＩ事業の鍵ともいえるＳＰＣの仕事が提案

どおりにできていたのかというものでしたが、答弁は、できていないとのことです。 

 それを受けて、委員より何点か質問が出ました。 

①ＳＰＣが倒産等になったときに、筆頭株主である大成建設株式会社のほうは債務を

引き受けてくれるのか。 

 ②ＳＰＣとして現状の建物の調査報告を行うことは可能なのか。 

 ③ＥＲＩの参考人招致時に出てきた守秘事項は、今回の件で当たると考えるのか。 

 ④今回の事業における町、ＳＰＣ、各事業者へのマネーフローの開示はできるのか。 

 答えとしては、①ＳＰＣが倒産等の事態に陥ったとしても、大成建設株式会社がその債

務を引き受けるものであると考えている。 

 ②当初、議会のほうから信用ならないということで調査はしていないが、ＳＰＣとして

当然調査をしたい。 

 ③ＥＲＩに対し、本件について守秘義務はないという文章を送付する。 

 ④マネーフローは、山下設計、シーラカンスＫ＆Ｈは先方からも了承を得ているが、ほ

かの部分においては現時点ではわからないという答えでした。 

 調査としては、盆明けから約２カ月かけて徹底調査し、その結果を報告していただける

ということです。 

 なお、議会運営委員会終了後の９月３日、午後１３時３０分より委員会を開催しており

ますが、１９日の委員会開催とあわせて最終日に報告させていただきます。以上です。 

○関洋三議長  これをもって、ＰＦＩ事件対策特別委員会の委員長報告を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 
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日程第９  認定第１号 平成２５年度まんのう町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１０ 認定第２号 平成２５年度まんのう町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第１１ 認定第３号 平成２５年度まんのう町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について 

日程第１２ 認定第４号 平成２５年度まんのう町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第１３ 認定第５号 平成２５年度まんのう町診療所特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第１４ 認定第６号 平成２５年度まんのう町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第１５ 認定第７号 平成２５年度まんのう町下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第１６ 認定第８号 平成２５年度まんのう町農業集落排水特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第１７ 認定第９号 平成２５年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳

出決算認定について 

日程第１８ 認定第１０号 平成２５年度まんのう町水道事業会計決算認定について 

○関洋三議長  日程第９、認定第１号 平成２５年度まんのう町一般会計歳入歳出決

算認定について、続いて、日程第１０、認定第２号 平成２５年度まんのう町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定について、続いて、日程第１１、認定第３号 平成２５年度

まんのう町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、続いて、日程第１２、認

定第４号 平成２５年度まんのう町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、続いて、

日程第１３、認定第５号 平成２５年度まんのう町診療所特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、続いて、日程第１４、認定第６号 平成２５年度まんのう町簡易水道特別会計歳入

歳出決算認定について、続いて、日程第１５、認定第７号 平成２５年度まんのう町下水

道特別会計歳入歳出決算認定について、続いて、日程第１６、認定第８号 平成２５年度

まんのう町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について、続いて、日程第１７、認定

第９号 平成２５年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算認定について、

続いて、日程第１８、認定第１０号 平成２５年度まんのう町水道事業会計決算認定につ

いて、以上、認定第１号から認定第１０号までの１０案件について、会議規則第３７条に

より、一括議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、認定第１号 平成２５年度まんのう町一般会

計歳入歳出決算認定について、認定第２号 平成２５年度まんのう町国民健康保険特別会
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計歳入歳出決算認定について、認定第３号 平成２５年度まんのう町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定について、認定第４号 平成２５年度まんのう町介護保険特別会計

歳入歳出決算認定について、認定第５号 平成２５年度まんのう町診療所特別会計歳入歳

出決算認定について、認定第６号 平成２５年度まんのう町簡易水道特別会計歳入歳出決

算認定について、認定第７号 平成２５年度まんのう町下水道特別会計歳入歳出決算認定

について、認定第８号 平成２５年度まんのう町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定

について、認定第９号 平成２５年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決

算認定について、認定第１０号 平成２５年度まんのう町水道事業会計決算認定について、

以上、認定１０件を御説明申し上げます。 

 一般会計につきましては、歳入決算額が１０３億１,８１５万３,８０７円、歳出決算額

が９６億１，４０７万６，４７７円となったことから、歳入歳出差し引き残額は７億４０

７万７，３３０円で、翌年度へ繰り越すべき財源の２億７７３万１，０００円を差し引い

た翌年度への繰越額は４億９，６３４万６，３３０円でございます。このうち地方自治法

第２３３条の２の規定による基金繰入金はございません。 

 また、年度末地方債残高は１１１億８,２５５万６，０００円で、前年度比４２３万８，

０００円の増となっています。 

 理由といたしましては、前年度と比べて元利償還額のうち利子償還額は４４６万２，０

００円の減となっておりますが、元金償還額が２，３８２万３，０００円の増となりまし

て、全体といたしまして１，９３６万１，０００円の増となったためでございます。 

 特別会計におきましては、水道事業等に係る起債の償還終了及び地方債発行額の減少に

より、地方債残高は前年度に比べて２億４,３４３万５，０００円の減となっております。 

 認定第１号から認定第９号までは地方自治法第２３３条の３、認定第１０号につきまし

ては地方公営企業法第３０条の４の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定をお

願いするものでございます。 

 なお、地方自治法第２３３条の５の規定により、主要施策の成果報告書をあわせて提出

しておりますので、お目通しをお願いいたします。 

 要点説明につきましては、会計管理者及び水道課長より説明を行わせますので、よろし

くお願いいたします。 

○関洋三議長  会計管理者、仁木正樹君。 

○仁木会計管理者  ただいま、上程いたしました認定第１号から第９号の各会計の決

算額につきまして、町長のほうから報告がありましたものを除いて簡単に報告させていた

だきます。 

 それでは、１９７ページをお開きください。 

 認定第２号 平成２５年度まんのう町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算

でございます。 

 歳入決算額２３億７，７１２万６，３３８円、歳出決算額２３億５，３４５万４，５９
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１円、歳入歳出差し引き残額２，３６７万１，７４７円、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ

円、翌年度へ繰越額２，３６７万１，７４７円となります。 

 歳入については、昨年度より約０.８２％の減、歳出においては約２.２％の増となって

おります。 

 次に、２４５ページをお開きください。 

 平成２５年度まんのう町国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）歳入歳出決算でご

ざいます。 

 歳入決算額３，００７万５，２８２円、歳出決算額３，００７万５，２８２円、歳入歳

出差し引き残額ゼロ円、翌年度へ繰り越すべき財源及び翌年度へ繰越額ともにゼロ円とな

ります。 

 歳入歳出ともに昨年度より約０.５７％の減となっております。 

 ２６５ページをお開きください。 

 認定第３号 平成２５年度まんのう町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算でございま

す。 

 歳入決算額２億５，６１４万５，４１２円、歳出決算額２億４，８０２万８，９４９円、

歳入歳出差し引き残額８１１万６，４６３円、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、翌年度

へ繰越額８１１万６，４６３円となります。 

 歳入については、昨年度より約１.０％の減、歳出は約０.９３％の増となっております。 

 ２８５ページをお開きください。 

 認定第４号 平成２５年度まんのう町介護保険特別会計歳入歳出決算でございます。 

 歳入決算額２２億７，７８８万９，４６１円、歳出決算額２２億２，９０７万８，９５

３円、歳入歳出差し引き残額４，８８１万５０８円、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、

翌年度へ繰越額４，８８１万５０８円となります。 

 歳入については昨年度より約０.６３％の増、歳出は約２.０％の増となっております。 

 ３３３ページをお開きください。 

 認定第５号 平成２５年度まんのう町診療所特別会計歳入歳出決算でございます。 

 歳入決算額７，７９２万６，９００円、歳出決算額６，４３４万３，５７１円、歳入歳

出差し引き残額１，３５８万３，３２９円、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、翌年度へ

繰越額１，３５８万３，３２９円となります。 

 歳入については、昨年度より約１７.３％の減、歳出は約１１.８％の減となっておりま

す。 

 ３５７ページをお開きください。 

 認定第６号 平成２５年度簡易水道特別会計歳入歳出決算でございます。 

 歳入決算額２億４，５６９万３，９１８円、歳出決算額２億４，５５７万４，０５１円、

歳入歳出差し引き残額１１万９，８６７円、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、翌年度へ

繰越額１１万９，８６７円となります。 
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 歳入については、昨年度より約４.０％の減、歳出は約１.８％の増となっております。 

 ３８１ページをお開きください。 

 認定第７号 平成２５年度まんのう町下水道特別会計歳入歳出決算でございます。 

 歳入決算額１億８，２２９万３，６０８円、歳出決算額１億７，９４９万７，６３７円、

歳入歳出差し引き残額２７９万５，９７１円、翌年度へ繰り越すべき財源５６万円、翌年

度へ繰越額２２３万５，９７１円となります。 

 歳入については、昨年度より約２.５％の減、歳出は約３.６％の減となっております。 

 ４０７ページをお開きください。 

 認定第８号 平成２５年度まんのう町農業集落排水特別会計歳入歳出決算でございます。 

 歳入決算額３，０１３万１，６６３円、歳出決算額２，７４３万４，６９０円、歳入歳

出差し引き残額２６９万６，９７３円、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、翌年度へ繰越

額２６９万６，９７３円となります。 

 歳入については、昨年度より約６.３％の増、歳出は約６.２％の増となっております。 

 ４２７ページをお開きください。 

 認定第９号 平成２５年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算でござ

います。 

 歳入決算額５，９４６万８５円、歳出決算額５，９４６万８５円、歳入歳出差し引き残

額ゼロ円、翌年度へ繰り越すべき財源及び翌年度へ繰越額ともにゼロ円でございます。 

 歳入、歳出ともに昨年度より約６.６％の減となっております。 

 最後に、財産に関する調書を４４５ページから４５１ページに掲載しております。 

 これで、認定第１号から第９号までの報告を終わります。 

 なお、執行内容等詳細につきましては、付託予定の予算・決算特別委員会におきまして、

各担当課長から説明並びに答弁をさせていただきます。 

 以上、御審議いただき、御認定のほどよろしくお願い申し上げます。 

○関洋三議長  続いて、水道課長、天米賢吾君。 

○天米水道課長  それでは、認定第１０号 平成２５年度まんのう町水道事業会計決

算認定について説明をさせていただきます。 

 決算書の資料につきましては、この黒いひもでとじているものであります。 

 決算書の表紙を１枚開いていただきまして、Ａ４の横になります。 

 まず、１番、収益的収入及び支出についてであります。収入総額の決算額は２億５，４

２７万４，７３３円、支出につきましては、決算額２億６，５５０万２，０３２円となっ

ております。支出に対しまして収入の不足する額１，１２２万７，２９９円は、前年度繰

越利益剰余金で補塡をしております。 

 続きまして、１ページをお開きいただきまして、資本的収入及び支出であります。 

 収入につきましては、資本的収入総額決算額が９，６４９万７，０００円、支出が決算

額１億５，５５６万７，５８４円となっております。資本的支出に対します収入の不足す
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る額５，９０７万５８４円は、消費税資本的収支調整額で４２１万５，０３１円、また当

年度損益勘定留保資金で５，４８５万５，５５３円を補塡をいたしました。 

 以上、御審議の上、御認定賜りますようよろしくお願いします。 

○関洋三議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 質疑に入る前に、監査委員が議場におられますので、審査の報告をお願いいたします。 

 監査委員、三好勝利君。 

○三好勝利監査委員  監査の報告を申し上げます。 

 認定第１号から第１０号の決算審査報告。 

 決算審査の報告を申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第２項、同法第２４１条第５項及び地方公営企業法第３０条第２

項の規定により審査に付された平成２５年度まんのう町一般会計歳入歳出決算、同年度各

特別会計歳入歳出決算及び水道事業会計決算並びに基金の運用状況を審査した結果を御報

告申し上げます。 

 去る８月１９日、町役場におきまして、増田代表監査委員と私で決算の審査を行いまし

た。審査は決算書、関係帳簿、証拠書類により行いました。 

 審査の結果につきましては、審査に付された歳入歳出決算書及び書類はいずれも関係法

令に遵守して作成されておりました。 

 決算の計数につきましても、関係諸帳簿と照合した結果、正確であることを認めます。 

 また、基金の運用についても、適正な運用がなされていることを認めました。 

 ただし、まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業に関しては、諸

問題が生じている中、早急な対策を図られたい。 

 また、収入事務における滞納整理、不納欠損処分について、使用料における滞納、未収

金について、消滅時効による法的処理不納欠損処分があった。受益者負担の公平を確保す

る上でも、個別滞納者に対して債権者が最大限の徴収努力と実態調査をすることが大切で

あり、安易に不納欠損処分をすることがないよう債権管理、徴収事務について改善を図ら

れたい。 

 以上で、決算審査の報告を終わります。 

○関洋三議長  これをもって、審査報告を終わります。 

 これより、認定第１号から日程第１０号までの１０案件に対しての質疑に入ります。本

案件は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑にと

どめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  これをもって、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております認定第１号から認定第１０号までの１０案件は、予算決

算特別委員会に付託いたします。 

 途中ではございますが、議場の時計で午後１時まで休憩をいたします。 
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休憩 午前１１時４４分 

（合田正夫議員、三好郁雄議員、松下一美議員、川原茂行議員退席 午前１１時４４分） 

再開 午後 １時００分 

（藤田昌大議員着席 午後１時００分）

○関洋三議長  休憩を戻して、会議を再開いたします。 

日程第１９ 議案第１号 まんのう町健やか子ども基金条例の制定について

○関洋三議長  日程第１９、議案第１号 まんのう町健やか子ども基金条例の制定に

ついてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました議案第１号 まんのう町健やか子ども基金条例

の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。 

 平成２６年度において、香川県では予算額１億１，０００万円のかがわ健やか子ども基

金事業を実施いたしております。       （合田正夫議員着席 午後１時０２分） 

 事業の内容でございますが、結婚から妊娠・出産を経て、子育てまで切れ目のない支援

を推進するため、地域の実情に応じ市町が実施する新規事業の支援や少子化対策、母子保

健の推進、地域の特色を生かした保育の充実など、個別のニーズに対応した市町事業の助

長を目的といたしております。 

 地方公共団体は単年度予算のため、補助金は原則として当該年度の執行額に対して交付

されることになりますが、この事業においては町の基金へ一旦積み立て後、翌年度以降、

５年間の中で実施することが可能となっております。 

 そのため、本町では健やか子ども基金を創設し、次代を担う子供たちが健やかに心豊か

に成長できる環境づくりを図ろうとするものでございます。 

 詳細につきましては担当課長より御説明申し上げますので、御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げます。 

○関洋三議長  学校教育課長、尾﨑裕昭君。 

○尾﨑学校教育課長  まんのう町健やか子ども基金条例の説明を申し上げます。 

 まず、本基金条例の上程に至りました背景でございますが、香川県では少子化対策、子

育て支援といたしまして、平成２６年度より新たな事業としてかがわ健やか子ども基金事

業を始めることとなりました。 

 事業の内容といたしましては、市町の計画する独自の新規少子化対策、子育て支援に対

する補助金であります。県の補助金は１億１，０００万円でございます。 

 市町への配分の考え方でございますが、予算額の２分の１程度を１７市町へ均等配分、

残りを子供の数で案分として交付額の決定を行うと伺っております。本年度、まんのう町

への交付額は４１０万円が提示されております。 
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 この基金事業の特徴といたしましては、一般的には補助事業は単年度において実施した

事業に対して額を確定し交付を受けることとなりますが、この県補助金は市町の作成する

５年間の計画を対象に配分されますことから、当年度未実施となった場合は、市町の特定

目的基金に積み立て、後年度において実施することが可能でございます。 

 以上のことから、町においての補助金の受け皿として特定目的基金の設置が必要となり

ますので、このたび上程させていただきました。 

 続きまして、本条例内の説明をさせていただきます。 

 第１条、設置でございます。少子化対策、子育て支援の充実を図るため、設置すること

といたしております。 

 第２条、積み立てでございます。積み立てる額は毎年度予算で定めるといたしておりま

す。予算額につきましては県よりの内示、当該年度と同様になろうかとは存じますが、内

示額を持って予算に計上いたしたいと考えております。 

 第３条、管理でございます。基金につきましては、最も確実かつ有利な方法で管理をし、

また、有利な有価証券に変えることが可能といたしております。 

 第４条、運用益金の処理でございますけれども、運用から生ずる収益は一般会計歳入歳

出予算に計上して基金に繰り入れるといたしております。 

 第５条、繰りかえ運用でございます。財政上に必要があるときは、歳計現金に繰りかえ

て運用することができるといたしております。 

 第６条、処分につきましては、設置の目的を達成するための事業の財源として充てる、

処分することができるといたしております。 

 第７条、委任でございます。これにつきまして、その他の必要な事項は町長が別に定め

るといたしております。 

 施行期日でございますけれども、本条例は公布の日からというふうにいたしております。

御議決いただいた日からということになろうかと存じます。 

 以上、内容の説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○関洋三議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 質疑、７番、本屋敷崇君。 

○本屋敷崇議員  何点かあるんですが、今、課長の話ですと、実施計画をもとに各市

町村に配布されるのが前提条件であるというのと、新規事業が対象であるという話なんで

すけど、実施計画というのがいつできるのか、その実施計画の中に当町として新規事業は

あるのか、そのあたりの説明がないのと、４１０万円が毎年来るのか、それで考えると、

それを前提条件とすれば、この条例設置の第１条の中に前提条件が入ってないんです。そ

の上に第６条で、第１条に規定する基金の設置の目的を達成するために、前提条件がない

のに処分ができるようになっておるんですよ。だから本来は、第１条としては、まんのう

町健やか子ども実施計画における事業を遂行するために、この基金を設置するであって、
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６条は第１条において処分するでなかったら、これ、第１条は何でもオーケーなんですよ

ね、今、うちの町でやっりょる。別に基金つくる必要性もないし、国からの基金がおりて

くる前提条件が全然条例に入ってないから、条例として基金をつくる意味があるんですか

という条例なんです。これ、ちょっとおかしくないですか。 

○関洋三議長  一つずついくということで、答弁、学校教育課長、尾﨑裕昭君。 

○尾﨑学校教育課長  本屋敷議員さんの御質問にお答えいたします。 

 実施事業でございますけれども、これは後に出てまいりますけれども、現在、取り組ん

でおります子育て支援ということの財源といたしたいとは考えておるところでございます。 

 それと、前提条件でございますが、県のほうからの説明によりますと、４１０万円を５

年間でという説明はありましたが、県予算でございます。単年主義でございますので、確

約ではございませんし、５年間で確実に終わるというお話もございませんということで、

県の趣旨が少子化対策であったり、子育て支援のためにこういう基金をつくって利用くだ

さいと、こういう交付金でございます。ですからその趣旨に応じて設置の目的をつくって

おるということでございます。ですから、最終的には、県の説明でいけば、５年間で廃止

をするようになろうかと思いますし、また、この基金を今後も利活用できる可能性もある

ということでございます。 

 事業については、今現在、平成２６年度から実施を行っておる事業も充当可能というこ

とでございますので、また御説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○関洋三議長  質問、７番、本屋敷崇君。 

○本屋敷崇議員  いま一つ理解ができない。県のほうが基金をつくりました。町のほ

うに５年間で１年間当たり４１０万円払います。そのためには、まんのう町として基金を

つくりなさいよでしょうね、多分。その基金から支出する部分としては、まんのう町健や

か計画によって実施しなさいよだと思うんです。それでなかったら、この前提条件がそろ

ったら４１０万円あげますよ。５年間で２，０００万円渡しますよ、ですよね。 

〔「違うやろ・・・ほんだきん、おかしくなる。」と呼ぶ者あり〕 

○本屋敷崇議員  違う。今、やっりょる事業にも使えますよでしょ。だからそれやっ

たら、うちの少子化対策であるとかそういうのって、現年度だけでも４１０万円では足ら

んのです。わざわざ基金つくってする必要性もなけりゃ、だけども基金をつくらなあげま

せんよなんでしょ。それは県が悪いんかなとは思う気もするけれども、基金の設置目的と

処分方法において、あんまり適当な設置目的にしてしもたら、これ、つくりました。趣旨

はええもんやから、５年間、返ってこなくなりましたから切りますよというものでもなく

なってしまうんですね。前提条件として、県が支出してくるお金をもらうための受け皿で

すよというものが前提でなかったらいかんわけです。だからそこから考えると、この基金

条例の内容はもう少し考えるべきではないんかなと思うんですけど。別に、うちら県がく

れるのが、財調に入れてもええよやったら、こんなものつくる必要性ないんです。民生費
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だけで３０億円からいっりょんやから、４００万円ぐらいのお金もらうために、後々、運

用がどうなるんやろというような基金をつくる必要性があるんかと。その辺を、だから４

００万円をもらうために基金をつくるんですよ。もうちょっと基金条例ちゃんとつくらな

いかんわ。 

○関洋三議長  答弁、学校教育課長、尾﨑裕昭君。 

○尾﨑学校教育課長  本屋敷議員さんの御質問にお答えします。 

 この基金条例でございますけれども、先ほど説明させていただいたように、県のほうか

ら市町村において基金をつくってくださいと。その中にまんのう町でしたら４１０万円の

交付金といいますか、補助金をお渡ししますと。それを平成２６年度からの新規事業に充

ててくださいと。 

○本屋敷崇議員  それ、新規事業言うた、今。さっき、新規事業・・・。 

○尾﨑学校教育課長  本年度に実施する新規事業も充当は可能ということでございま

すので、これは後ほど出てまいりますけれども、予算の中で、今現在、平成２６年度から

実施をいたしております在宅育児等の事業があります。それに充当を、今、考えておると

ころでございます。その原資としてということで、計画をいたしておるところでございま

す。ですから事業としては、本年度事業の中の財源として一部を入れると。残った部分は、

後年度において活用していくと、こういう計画をいたしております。よろしくお願いしま

す。 

〔「ようわからんというか、設置目的がいまいちな・・・」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  質問者、１番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  県知事がようやく健やか子どもを育てるためにつくった仕組みであ

りまして、ぜひとも基金条例を通してお金を受け取って、具体的な使い道についてはまだ

まだ十分検討の余地があるだろうと思います。教育民生常任委員会の皆さん、ちょっとし

っかり奮闘して、事務方とよく御相談なさってください。その際に、私が注文をつけたい

のは、うちの町の子育てのネックは何なんだろうかと。うちの課題を諸統計とかいろんな

もので、それを見つけてください。それから意見を聞いていただいてもいいかと思います。

そういう検討をしていただきたいです。 

 それから、５年間で４００万円、基金だから単年度主義でなくてできて非常に有利です。

町が上乗せしたっていいやないか、どんと使えやといいたいです。４０億円超える財政調

整基金をもってどこにつぎ込むかといえば、少子化対策、子育て対策支援、人口対策以外

にはあり得ない。 

〔「議長、討論・・・」と呼ぶ者あり〕 

○竹林昌秀議員  どんどんやってください。これを意見として提出しておきます。回

答無用です。よろしくお願いします。 

○関洋三議長  ほかにありませんか。 

 質疑、７番、本屋敷崇君。 
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〔「少々条例の条文やええやないか。上手に使ったらええんじゃ。」と呼ぶ者あり〕 

○本屋敷崇議員  上手に使ったらええんやないかと言いよる人もおりますが、条例で

すから、基本的に。設置目的と処分はきちっとしとかないかんし、担当やって新規にしか

使えんのやったら、うちがほんまに新規が必要なんかどうかも必要やし、４００万円の予

算をもらうために、今度、人をつけないかんかったら、４００万円もろたって意味ないん

です。今の子育て支援条例、子育て支援の部分を拡充せないかんのに、今、ほんまに新規

が要るんかという話もあるし、職員１人つけたら４００万円一発で飛ぶやないですか。今

は、ほんだら子育て支援で、今現在の支援で拡充してほしいものいっぱいあるがな。わざ

わざ新規ってしてきているものをもらう必要性があるんかなというところも実際あるんで

す。絶対もらわないかんという話と、計画と、計画があっての基金でしょ。計画も出され

てないし、それを即決でせえいうほうが間違いちゃいまっか。実施設計持ってきてからに

してくださいよ。何やかんや、何でもかんでも行け行け、やれやれじゃないでしょ。実施

設計出してくださいよ。 

○関洋三議長  実施設計を出してくださいという質疑です。 

 答弁、学校教育課長、尾﨑裕昭君。 

○尾﨑学校教育課長  本屋敷議員さんの御質問にお答えいたします。 

 事業につきましては、本年度から実施いたしております子育てサービス事業という、も

う現に予算化いたしておる事業がございます。その財源として一部を充てたいということ

でございまして、考え方としては、今、県のほうには在宅育児等に対する支援としてまん

のう町は使いたいと、こういうふうには述べておるところでございます。よろしくお願い

いたします。 

 それと、職員についてということが御質問がございましたけど、その事業の財源充当に

つきましては、今後の予算の中で御説明をさせていただきたいと思います。新たな事業を

起こして４１０万円の原資によって人件費が相当かさばるという事業についても検討が必

要になろうかと思いますので、事業内容については、今後、また検討させていただきたい

と思っております。 

○関洋三議長  再質問、７番、本屋敷崇君。 

○本屋敷崇議員  たしか子ども・子育て会議をつくりましたよね。子ども・子育て会

議でした結果をもって、こういう実施内容ですと。それで５年間でこういう計画ですと。

そのために基金をもらうんですと。筋立てて話してくれないですか。計画がないけん、ま

んのう町いつもこんなになっりょんでしょうが。金をくれるけん計画するんでなくて、計

画するから金をもらう。子ども・子育て会議つくったんでしょ。開いとん。その報告もな

いし、この基金を使う。それで５年間で事業をする。事業の目的も出てこん。会議の結果

も出てこん。何でもええが、もらえるものはもらえ、使え使え。筋立てて話してください

といいよるんですよ。 

○関洋三議長  関連で質疑、１１番、藤田昌大議員。 
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○藤田昌大議員  今、ちょっと本屋敷議員が言いましたけれども、やっぱり運用をし

て、どこが管理して、どこが決定するんかいうのが、具体的にはっきりわかっとらんのじ

ゃわ。今、言った部分でやったら、そこがしたらいいやないかいうのがあるけども、学校

教育の中で、どの係がどういった関与をして、これはこの基金の中から出しますよいうん

と、これは違うとこから出してもらったらややこしくなってしまうと思うし、だから、こ

れをする部分の組織は組織で多分無理やと思うけど、職員１人要るきん、だから仕事がふ

えるんじゃわ、この運用上の４１０万円をどうするかいう部分で。やっぱりそういった部

分で、今、言いよった部分が組織が管理していくのか、主な部分はやっぱりきちっと決め

ていきながら、この部分についてはここに入りますよと、これはここに入らん部分やとい

うことをさび分けせんと、何が何やらわからんうちに、これで処分したらええが、これで

処分したらええがといって終わらへんかなという気がしよるけんな、その辺、これは監査

が大変ですよ、監査をするときに。これはどこの金でおりたんや、これはどこの金でおり

たんや言い出したら、わからんようになってくるんちゃうんですか。その辺、やっぱり係

をきちっと決めて運用する段取りをしとかないかんと思うんです。ほんだけんある面でそ

の運用団体はきちっとしとかないかんと思うし、その係りもきちっとしとかなんだら、あ

やふやになってしもて、どっちがどっちやらわからんようになるような運用の仕方になら

へんかなと思う。今までしよる分の少子化対策の中で、その一環と思うんやけど、この部

分は。一つ項目がふえて銭がふえてきたわと。その分をどうするかになってくるんで、そ

の辺、きちっとしとかんと、ちょっとややこしくならへんかなと、その辺の考えがあるん

やったら、考えをつくってもらわないかんのや。そういうことです。 

○関洋三議長  答弁、学校教育課長、尾﨑裕昭君。 

○尾﨑学校教育課長  藤田議員さんの御質問にお答えいたします。 

 この基金につきましては、平成２６年度配分を受ける額の一部につきましては、在宅育

児に対する支援、子育てサービス事業というのも平成２６年度展開しております。その財

源としてまず一部を充てたい。残りの部分についても、少子化対策等の目的のために積ん

でおきたいと。５年間の中では事業を計画はしていかなければならないわけでございます

けども、子育て支援会議の中では、今、子育て支援計画、今後の５年間、１０年間に当た

る計画につきましては、まだ計画までは進んでございませんので、その中でニーズ調査等

の保護者の皆さんからいただいた内容に基づいて使用していきたいと、このように考えて

おるところでございます。 

○関洋三議長  再質問、７番、本屋敷崇君。 

○本屋敷崇議員  最初の課長の説明の中で、実施計画において県は配布するといった

んでしょ。子ども・子育て会議、２次はしてません。計画もできてません。今の２６年度

の在宅の支援の部分に充てよんですと。前提条件全然違うじゃないですか。何でもありで

すか。何でもありやったら何でもありで、財調に入れてくれたらいいんですよ。わざわざ

基金つくって、だから基金をつくるんはかまんけれども、悪いことではないと思いよる。
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そんなのはわかっとるんです。しかしながら、基金をつくるまでの過程として、言いよる

ことと中身が違うんではいかんやろといいよるだけの話です。金くれる、それはもろたら

いいんです。使えるものに使ったらいい、それはそのとおりです。でも今の説明と、この

提出部分と違うんやけん、違うというしかないやないですか。それ以外に何か言い方があ

りますか、こっちに。そこは目つぶれやではないでしょ、条例なんですから。 

○関洋三議長  答弁、健康増進課長、奈良泰子君。 

○奈良健康増進課長  子ども健やか基金条例の経緯について御説明をしたいと思いま

す。 

 去年から子育て支援サービス事業に取り組もうということで計画をしてまいりました。

そして去年、２５年度は一般財源で取り組んで、子育て支援サービス事業という中身とし

てはつどいの広場と一時預かりと、それからヘルパー派遣事業、この３つを柱としたサー

ビス事業に取り組んできました。それで２６年度から実施ということで、４月から実施し

たところへ、県のほうから子ども健やか基金という補助金があるということでお聞きして、

それをそしたら県のほうからいただきましょうということでお話が進みました。それで県

のほうから補助金をもらうには、基金条例をつくって、それでそれに積み立てて、その中

から取り崩して使ってくださいよというお話だったので、この基金条例ができた次第です。 

 中身につきましては、４１０万円のうち２１０万円を２６年度に取り崩しまして、つど

いの広場、それからヘルパーさんとかの人件費に充てたいと考えております。以上です。

よろしくお願いいたします。 

○関洋三議長  １１番の再質問、藤田昌大君。 

○藤田昌大議員  ちょっと健康増進課長が言ったんで、それやったら所管がどこにな

るんやと。この第１条からいったら、結婚、妊娠、出産を経て、子育てまでの切れ目ない

ということになっとるわな。学校教育課長が答弁して、学校教育といったらどこからやと

いうことになるんですよね。それは細かく言ったら幼稚園が３歳になっとるから、３歳に

なっとんかまんのやという言い方はできますけど、やっぱりそれは、今、奈良課長が言っ

たみたいな部分でやったら、当然そっちの部分が所管していきながらやるのが普通でない

かなと思うんですけど、生まれてどうするかでしょ。当然母子家庭やから母子健康という

て書いてあるけれど、父子も当然入っておると思いますけど、こういう時代やからね。そ

ういった部分でいうたら、主にそちらが所管してやりながらやったほうがいいんじゃない

かなと思うんですけど、その辺はどうなんですか。 

○関洋三議長  答弁、健康増進課長、奈良泰子君。 

○奈良健康増進課長  藤田議員さんの質問にお答えしたいと思います。 

 当初、県からの補助金の説明がありましたのは教育委員会のほうにありました。そして

教育委員会のほうから健康増進課のほうに話があって、そしたらその補助金を健康増進課

の子育てサービス事業に使いたいというふうに決めまして、ただ、その県からいただく補

助金は、特に小さい子供さんの子育て支援だけに限ったことじゃなくて、ほかにもいろい
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ろ使えるという中から、そしたらまんのう町は母子保健というのに重点を置いて、子育て

支援、つどいの広場、そういうものに取り組んでいこうというふうになりましたので、幅

広くほかの事業も使えるということで、そして教育委員会のほうに説明会がありましたの

で、この基金条例をつくるのは教育委員会のほうにお願いしようと健康増進課と教育委員

会のほうで協議しまして、そういうふうに決めた次第です。以上です。 

○関洋三議長  よろしいでしょうか。 

 再質問、１番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  質問を申し上げます。エンゼルプラン後継の少子化対策計画がある

のを御存じですか。 

○奈良健康増進課長  次世代育成の。 

○竹林昌秀議員  そうです。それは福祉保険課が作文して、母子愛育のところは健康

増進課が見ていて、保育所、幼児教育を教育委員会がやっているんで、そこらあたりを教

育民生常任委員会でしっかり話し合っていただいて、うちの町の課題を克服する有効な計

画を立案していただいて、大きな期待をかけております。 

 お答えとしては、それがあるのを御存じか、質問しろということですから、質問させて

いただきます。 

○関洋三議長  答弁、健康増進課長、奈良泰子君。 

○奈良健康増進課長  竹林議員さんの質問にお答えしたいと思います。 

 エンゼルプランという名前は聞いたことがございます。それを読みこなしてはおりませ

ん、残念ながら。それが次世代育成計画、それが今度、子ども・子育て３法によりまして

ちょっと変わってきているということは承知しております。残念ながら勉強不足で、私が

知っておるところはそこまででございます。 

○関洋三議長  ほかに。 

 再質問、７番、本屋敷崇君。 

○本屋敷崇議員  今のお話を聞きまして、２６年度から新しい事業をしたいと思うと。

その中で県のほうから基金があることがわかったと。それを使ってするには基金が必要や

から、それを使うためにこの基金をつくりますよということでの説明でよろしいのかが１

点で、２１０万円で２００万円残るらしいですから、今、竹林さんもありましたけど、エ

ンゼルプランとか、子ども・子育て会議等々であることにおいて、この基金において充当

できる２００万円を有効に活用できるような計画を議会のほうに示していただけるものか

どうかということだけを聞いて終わりにしたいと思います。 

○関洋三議長  ７番、最後の質問です。答弁をお願いします。 

 答弁、学校教育課長、尾﨑裕昭君。 

○尾﨑学校教育課長  本屋敷議員さんの御質問にお答えいたします。 

 御質問にありましたように、これで在宅育児に使用しました残りの部分につきましては、

子育て会議のほうで有効利用ができるような計画を作成したいと考えておりますので、よ
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ろしくお願いいたします。 

○関洋三議長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第１号は、会議規則第３９条第３項の規定により委

員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は委員会の付託を省略することに決定しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより議案第１号 まんのう町健やか子ども基金条例の制定についてを採決いたしま

す。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第２０ 議案第２号 まんのう町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について

○関洋三議長  日程第２０、議案第２号 まんのう町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。提出者から提案理由の

説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第２号 まんのう町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。 

 平成２４年８月国会において成立いたしました法律、通称子ども・子育て３法の中の一

つ関係法律の整備等に関する法律により、児童福祉法の一部が改正となりました。改正後

の児童福祉法第６条の３第９号から同条第１２号において家庭的保育事業等の内容につい

て、また、同法第３４条の１５第２号において市町の認可、同法第３４条の１６第１号に

おいて町条例における設備及び運営の基準の制定がうたわれております。 

 このため、町では平成２６年４月３０日付の厚生労働省令第６１号、家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準に準じて本条例の制定を図ろうとするものでございます。 

 詳細につきましては担当課長より御説明申し上げますので、御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げます。 
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○関洋三議長  学校教育課長、尾﨑裕昭君。 

○尾﨑学校教育課長  まんのう町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例につきまして御説明を申し上げます。 

 条例の内容説明の前に、これまでの経緯につきまして御説明をさせていただきます。 

 平成２４年８月１０日、子ども・子育て関連３法が成立いたしました。この３法でござ

いますが、まず子ども・子育て支援法、次に就学前の子供に関する教育、保育等の総合的

な提供推進に関する法律の一部を改正する法律、次に子ども・子育て支援法及び就学前の

子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律でございます。 

 １番目は子ども・子育てに関する法律でございまして、２番目はこれまでの認定子ども

園法の一部を改正する法律でございます。３番目はそれに伴う関係法律の整備法でござい

ます。                    （大西豊議員退席 午後１時３７分） 

 本提案のまんのう町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例は、子

育て３法のうちの関係法令の整備の中において児童福祉法が一部改正され、第３４条の１

５第２項において国、県、市町村以外の者は市町村の認可を得て事業を行うことができる

と規定され、第３４条の１６において、市町村は家庭的保育事業等の設備及び運営につい

て条例で基準を定めなければならないと規定されたことによるものです。 

 なお、この条例を定めるに当たっては、厚生労働省令に定める基準に従い定めることが

うたわれております。このため、町では厚生労働省令で定める基準に基づき条例の制定を

図ろうとするものです。 

 条例の内容でございますけれども、まず第１条において趣旨、第２条において定義、条

例名の中に家庭的保育事業等とありますのは、第９号に記載されておりますように、家庭

的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業を総括して等

を付しているところでございます。 

 第３条から第７条においては最低基準、一般原則、保育所連携、非常災害対応について、

第８条から第１０条では職員の要件、技能向上・配置等について、第１１条から第１４条

では乳児への対応、第１５条、第１６条では食事について、第１７条では乳幼児及び職員

の健康診断について、第１８条、第１９条では事業運営についての規程と帳簿の整備につ

いて、第２０条、第２１条では秘密の保持と苦情対応について。 

 第２章、第２２条では家庭的保育事業を実施する設備の基準について、第２３条では職

員の資格及び配置について、第２４条から第２６条において保育の時間、内容、保護者連

携を定めております。 

 第３章、第２８条から第３０条においては小規模保育事業Ａ型の設備基準及び職員資格、

配置について、第３１条から第３６条においては小規模保育事業Ｂ型の設備基準並びに職

員資格、配置について。 

 第４章、第３７条から第４１条におきましては居宅訪問型保育事業について。 
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 第５章、第４２条では事業所内保育事業の利用定員について、第４３条から第４６条に

おいて事業所内保育事業の設備基準並びに職員資格、配置について、また第４７条、第４

８条では利用定員１９人以下の小規模事業所内保育事業の設備基準及び職員資格、配置に

ついて定めたものでございます。 

 施行日につきましては、子ども・子育て支援法並びに関連法律の施行日といたしており

ます。 

 以上、簡単ではございますが、条例内容の説明とさせていただきます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○関洋三議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。本案件は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくま

でも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

 質疑、７番、本屋敷崇君。 

○本屋敷崇議員  執行部に質疑というわけではなくて、ちょっと気になる部分を教育

民生常任委員会の委員長に聞いておっていただければなと思うんですが、これ、説明資料

でいただいたほうを見ると、従うべき基準と参酌すべき基準というのがあるんですけども、

従うべき基準というのは、多分国がこれはやりなさいよということですから、必ずうちの

条例でもそうしなければならない部分ですけれども、まんのう町条例にする部分に当たっ

ては参酌する部分、地域差によって鑑みるところというのが大事になるんですけども、そ

れがまんのう町のこの３つの条例でどうなっておるのかと。見よったら、第３号じゃない

ですけども、ほかの部分において、施設の部分においたりしたら、今現在の預かり保育で

は基準値に合わないんじゃないかなというところが出てきたりするんですけども、そのあ

たりがどうなっておるのか、もうちょっと委員会の中で話しておってくれたらなと思うん

ですけれども、あと支給認定の基準が書いてあるんですけど、これ、支給認定の基準が、

今、保育の場合は民生委員さんがある種認定しよるんですけども、これ、明確に時間労働

数によって認定が変わるんだったら、保護者も大分変わってくるんじゃないかなと思った

りもするんですけども、そのあたりはどうなるんかなというところ、教民のほうでお話を

聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 

○関洋三議長  ほかにありませんか。 

 １１番、藤田昌大君。 

○藤田昌大議員  何かこの中身を見よったら、無認可保育園を認定していきながら、

要件を緩和して待機児童をなくしていきたいという、何か都会的な部分の条例、補完でな

いかなという気がするんですけれども、特に、まんのうの場合、これは余り当てはまると

ころがないんでないかなと思うんですが、ただ、事業所の関係の保育なんかは、今、例え

ば大きな会社やったら自分のところで保育園を持ったりしているところがあるんですけど、

そういった部分が無認可との絡みがちょっとあるんかないんかの質疑だけしておきます。 

○関洋三議長  答弁、学校教育課長、尾﨑裕昭君。 
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○尾﨑学校教育課長  藤田議員さんの御質問にお答えいたします。 

 国においては待機児童を解消するということで、無認可保育園を基準に従った設備等、

運営等をしていただければ認可にというふうな形で考えておるということでございます。 

 それと、このたび提案いたしております内容につきましては、上位法のほとんど基準ど

おりということでさせていただいているところでございます。 

 認可に当たっては、町が認可をするということになりますので、その点は十分に配慮し

たいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○関洋三議長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  ないようです。これをもって、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第２号は、教育民生常任委員会に付託いたします。 

日程第２１ 議案第３号 まんのう町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の制定について

○関洋三議長  次、日程第２１、議案第３号 まんのう町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第３号 まんのう町特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 本条例案は、子ども・子育て支援法第３４条第３項第２号並びに第３号及び第４６条第

３項において、特定教育・保育施設の設備及び運営について、また特定地域型保育事業の

運営については市町の条例で定める基準に従いとうたわれております。 

 このため、町では平成２６年４月３０日付の内閣府令第３９号、特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準に準じて本条例の制定を図ろうとするものでご

ざいます。 

 詳細につきましては担当課長より御説明申し上げますので、御審議の上、御議決賜りま

すようお願いいたします。           （大西樹議員退席 午後１時４８分） 

○関洋三議長  学校教育課長、尾﨑裕昭君。 

○尾﨑学校教育課長  まんのう町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例につきまして御説明申し上げます。 

 本条例案は、平成２４年８月に成立いたしました子ども・子育て支援法の規定に基づき、

内閣府令により定められた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準に従い町の基準を定めようとするものでございます。 

 この条例において、特定とは公費の支給を受ける施設や事業を指すものでございます。 
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 まず第１章、条例第１条から第３条では趣旨、定義、一般原則でございます。 

 第２章、第４条では特定教育・保育施設の利用定員は２０人以上、それと子供の区分に

ついて、第５条から第１４条では手続について、町への協力、未認定の保護者への支援、

子供の心情等の把握、小学校との連携、利用者負担額の受領や通知などの施設運営につい

て、第１５条、第１６条では認定子ども園・幼稚園・保育所等区分に応じた特定教育・保

育の取り扱い方針と評価について、第１７条では保護者への相談援助について、第１８条

では緊急時の対応について、第１９条では市町村への通知について、第２０条から第３４

条においては運営規定、勤務体制、利用定員の遵守等運営に関する事項について、第３５

条、第３６条では特別利用保育、特別利用教育の基準について。特別利用保育とは満３歳

以上の保育の必要のない認定を受けた子供が保育所から受けた場合の保育でございます。

特別利用教育とは満３歳以上の保育が必要な認定を受けた子供が幼稚園から受けた教育で

ございまして、いずれも対象となる施設が不足しているがための特別措置でございます。 

 次に、第３章、特定地域型保育事業について、第３７条では家庭的保育事業の利用定員

について１人から５人以下、小規模保育事業Ａ型及びＢ型の定員については６人以上１９

人以下、小規模保育事業Ｃ型の定員につきましては６人以上１０人以下、居宅訪問型保育

事業にあっては利用定員を１人と定めております。また、特定地域型保育事業所について

は、満１歳未満と満１歳以上の区分を設けることといたしております。 

 第３８条から第５０条においては特定教育・保育施設同様運営基準を定めたものでござ

います。                   （大西樹議員着席 午後１時５０分） 

 第５１条、第５２条では特別利用保育、特別利用教育の基準について定めたものでござ

います。 

 施行日につきましては、子ども・子育て支援法の施行日といたしております。 

 以上、簡単ではございますが、条例内容の説明とさせていただきます。御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

○関洋三議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。本案件は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくま

でも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  質疑がないようです。これをもって、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第３号は、教育民生常任委員会に付託いたします。 

日程第２２ 議案第４号 まんのう町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について

○関洋三議長  続いて、日程第２２、議案第４号 まんのう町放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。提出者

から提案理由の説明を求めます。 
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 町長、栗田隆義君。            （松下一美議員着席 午後１時５１分） 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第４号 まんのう町放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由の説明を申し上

げます。 

 本条例案につきましては、本日上程されました議案第２号と同じく、子ども・子育て３

法関連によります児童福祉法第３４条の８の一部改正に基づき、改正後の法第３４条の８

の２第１号において、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について市町が条例で定め

ることがうたわれております。このため、町では平成２６年４月３０日付の厚生労働省令

第６３号、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に準じて本条例の制定を

図ろうとするものでございます。 

 詳細につきましては担当課長より御説明申し上げますので、御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げます。 

○関洋三議長  学校教育課長、尾﨑裕昭君。 

○尾﨑学校教育課長  まんのう町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例につきまして御説明申し上げます。 

 この条例案は、先ほどの議案２号同様、子ども・子育て３法の一つ関連法律の整備によ

り児童福祉法が改正されたことにより、市町村において条例の制定が定められたことに基

づくものでございます。なお、この条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基

準に従い定めることがうたわれております。 

 条例案の内容でございますが、第１条の趣旨では条例を定める根拠について、第２条で

は定義、第３条、第４条では最低基準と設備及び運営の向上について、第５条では昼間保

護者が家庭にいない児童への支援であることなど一般原則について、第６条では非常災害

対策について、第７条、第８条では職員の資質要件と技能の向上について、第９条では設

備の基準について、児童１人当たり１．６５平米以上と定めております。 

 第１０条では支援員の資格と支援の単位について。放課後児童支援員は知事が行う研修

を修了した者であること、また支援の単位でございますが、おおむね児童４０人以下を１

単位といたしております。 

 第１１条から第１３条においては利用者の取り扱いや虐待の禁止、施設の衛生管理につ

いて、第１４条においては運営規程の定めについて、第１５条から第１７条においては、

帳簿の整備、秘密保持、苦情対応について、第１８条においては開所時間と日数、学校休

校日には８時間以上、開校日は３時間以上、開所日数は年２５０日以上と定めております。 

 第１９条から第２１条においては、保護者との連携や小学校等の関係機関との連携や事

故発生時の対応について定めております。 

 次に、施行日につきましては、子育て３法の関連法律の施行日といたしております。 

 なお、附則の第３条において支援単位を当分の間５０人といたしております。これは現

在４０以上の児童が利用している放課後児童クラブがあるためでございます。この対応に
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つきましては、今後、検討の時間を要するということでございます。 

 以上、簡単ではございますが、条例案内容の説明とさせていただきます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。         （三好郁雄議員着席 午後１時５５分） 

○関洋三議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。本案件は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくま

でも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第４号は、教育民生常任委員会に付託いたします。 

 途中でございますけども、議場の時計で２時１０分まで休憩をいたします。 

休憩 午後 １時５７分 

再開 午後 ２時１０分 

○関洋三議長  休憩を戻して、会議を再開いたします。 

日程第２３ 議案第５号 字の区域の変更について

○関洋三議長  日程第２３、議案第５号 字の区域の変更についてを議題といたしま

す。提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  字の区域の変更について、提案理由の説明を申し上げます。 

 字の区域の変更につきましては、地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。 

 本町の字の区域の一部を変更しようとする別紙変更調書及び字界変更位置図をごらんく

ださい。 

 仲多度郡まんのう町炭所西字奥池に、炭所西字東立目２６８８番２を編入するものでご

ざいます。 

 この事件は平成２５年度に地籍調査の一筆地調査を実施し、調査の結果、飛び地字とな

っておりましたので、字界を変更するものでございます。 

 なお、この新しい字界の効力の発生は、国土調査法第１９条第２項の認証の日となって

おります。 

 御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 

○関洋三議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。本議案は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくま

で総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 
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 ただいま議題となっております議案第５号は、建設経済常任委員会に付託いたします。 

日程第２４ 議案第６号 香川県中部広域競艇事業組合規約の一部変更について

○関洋三議長  次、日程第２４、議案第６号 香川県中部広域競艇事業組合規約の一

部変更についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程いたしました、香川県中部広域競艇事業組合規約の一部変

更について、提案理由の御説明を申し上げます。 

 丸亀市の組織改正に伴い、香川県中部広域競艇事業組合規約の一部変更について、関係

地方公共団体の協議が必要になったので、地方自治法第２９０条の規定に基づき議会の議

決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては担当課長より御説明申し上げますので、御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げます。 

○関洋三議長  総務課長、齋部正典君。 

○齋部総務課長  ただいま町長が御提案申し上げました、香川県中部広域競艇事業組

合規約の一部変更につきまして内容の御説明を申し上げます。 

 御配付をさせていただいております議案第６号の改正前後の対比を見ていただきたいと

思います。 

 この中の第４条の事務所の位置でございますが、組合の事務所は改正前では香川県丸亀

市富士見町４丁目１番１号、丸亀市競艇事業部内に置くとなっております。これが改正後

でございますが、組合の事務所は香川県丸亀市富士見町４丁目１番１号、丸亀市競艇事業

局内に置く、部から局に変わったものでございます。先ほど、町長が申しましたように、

丸亀市の行政組織の改正に伴うものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○関洋三議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第６号は、会議規則第３９条第３項の規定により、

委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  異議なしと認めます。よって、議案第６号は委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 
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 これより議案第６号 香川県中部広域競艇事業組合規約の一部変更についてを採決いた

します。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第２５ 議案第７号 平成２６年度まんのう町一般会計補正予算（案）第２号

○関洋三議長  日程第２５、議案第７号 平成２６年度まんのう町一般会計補正予算

（案）第２号を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第７号 平成２６年度まんのう町一般会

計補正予算（案）第２号について御説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 第１条の歳入歳出予算の補正については、３ページから４ページの第１表をごらんくだ

さい。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７，８５９万４，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９６億１，０３０万４，０００円とするものでござい

ます。 

 第２条の地方債の補正は、５ページの第２表をごらんください。 

 これは起債の目的にあるそれぞれの事業について、追加分は上段の表に、変更分は下段

の表に記載しております。 

 それでは、補正予算事項別明細書により、歳入の補正に関する主なものを御説明申し上

げます。 

 ９ページをお開きください。 

 第１２款分担金及び負担金は６９万円の増額です。これは農地農業用施設災害復旧費分

担金の追加によるものでございます。 

 １０ページをお開きください。 

 第１４款国庫支出金３，４００万円の増額は、第２項国庫補助金、第６目災害復旧費国

庫補助金の増額によるものでございます。 

 １１ページの第１５款県支出金は１，９０３万４，０００円の増額です。これは第２項

県補助金、第２目民生費県補助金において、かがわ健やか子ども基金補助金を４１０万円

新規追加計上、第４目農林水産業費県補助金において農地集積支援事業補助金を１０万円

及び農地費補助金を５０万円追加、さらに単県補助林道改良事業費補助金として３１０万

円を増額しております。 

 また、第８目消防費県補助金において、再生可能エネルギー等導入推進事業費補助金を

１，０２３万４，０００円増額し、第９目災害復旧費県補助金において、農地農業用施設
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災害復旧費補助金を１００万円増額するものでございます。 

 １２ページをお開きください。 

 第１８款繰入金２１０万円の増額は、健やか子ども基金繰入金の追加によるものでござ

います。 

 １３ページをごらんください。 

 第１９款繰越金５，９３３万６，０００円の増額は、前年度繰越金です。 

 １４ページをごらんください。 

 第２０款諸収入６３万４，０００円の増額は、農地中間管理事業業務委託料の追加によ

るものでございます。 

 １５ページをお開きください。 

 第２１款町債は６，２８０万円の増額です。これは第１項町債、第８目教育債において、

小学校及び幼稚園施設整備事業の財源として合併特例債を４，５８０万円追加計上し、第

９目災害復旧事業債において、道路橋梁及び河川災害復旧事業の財源として、公共土木施

設補助災害復旧事業債を１，７００万円追加したことによるものでございます。 

 続きまして、歳出に関する主なものを御説明申し上げます。 

 １６ページをお開きください。 

 第２款総務費は１，４０４万円の増額でございます。これは第１項総務管理費、第５目

財産管理費において、建設工事関連委託料１０８万円及び災害復旧工事費１，２９６万円

の追加によるものでございます。 

 １７ページをお開きください。 

 第３款民生費は６４万８千円の増額です。これは第２項児童福祉費、第１目児童福祉総

務費において、例規整備業務委託料の６４万８，０００円の追加によるものでございます。 

 １８ページをお開きください。 

 第４款衛生費の補正は６８９万４，０００円の増額です。これは第１項保健衛生費、第

１目保健衛生総務費において、子育て支援ボランティア業務委託料２１６万円を増額し、

第２目予防費において、予防接種業務委託料に２５３万３，０００円の増額、成人用肺炎

球菌ワクチン接種業務委託料に２２０万１，０００円の増額をするものでございます。 

 １９ページをお開きください。 

 第６款農林水産業費は５５３万４，０００円の増額です。これは第１項農業費、第１目

農業委員会費において、農業委員会交付金補助金事業費を１０万円及び地域農政事業費を

６３万４，０００円それぞれ増額、また第５目の農地費において、日本型直接支払交付金

事業費の追加により土地改良事業費を９０万円増額、さらに第２項林業費、第２目林道事

業費において、工事設計委託料を６９万７，０００円増額、工事請負費を３２０万３，０

００円増額するものでございます。 

 ２０ページをお開きください。 

 第８款土木費は７００万円の増額です。これは第３項河川費、第４目の急傾斜地崩壊防
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止対策費において、測量業務委託費３００万円の増額、第５項住宅費、第１目住宅管理費

において、町営住宅修繕費として４００万円を増額するものでございます。 

 ２１ページをお開きください。 

 第９款消防費は２，１５３万円の増額でございます。これは第１項消防費、第４目消防

施設費において、分筆測量調査業務委託料を１２９万６，０００円増額し、防災拠点施設

整備工事費を１，０２３万４，０００円増額、さらに土地購入費として１，０００万円を

追加計上するものでございます。 

 ２２ページをお開きください。 

 第１０款教育費は５，４６４万８，０００円の増額でございます。これは第１項教育総

務費、第２目事務局費において、例規整備業務委託料を６４万８，０００円追加計上し、

第２項小学校費、第１目学校管理費において、ＰＣＢ廃棄物処分委託料を５５０万円増額、

第３目学校建設費で四条小学校及び高篠小学校屋内運動場天井撤去工事実施設計委託料を

それぞれ１４０万円追加計上し、高篠小学校大規模改修工事実施設計委託料として５５０

万円を追加計上し、第３項中学校費、第４目ＰＦＩ事業費においては、調査業務委託料か

ら県外旅費に１００万円予算の組替を行い、さらに第４項幼稚園費において、第２目幼稚

園建設費で仲南地区幼児教育施設建設工事費４，０２０万円を増額していたしております。 

 ２３ページをお開き下さい。 

 第１１款災害復旧費は６，４２０万円の増額です。これは第１項農林災害復旧費におい

て、現年度の農地農業用施設災害復旧事業費として２７０万円、第２項土木災害復旧費、

第１目公共土木施設災害復旧費において、現年度の土木災害復旧事業費として６，１５０

万円をそれぞれ新規計上するものでございます。 

 ２４ページをお開きください。 

 第１２款公債費の補正は、第１項公債費、第１目元金において、特定財源としていた町

営住宅使用料４００万円を、第８款土木費、第５項住宅費、第１目住宅管理費における町

営住宅修繕料の特定財源として振りかえることにより、公債費元金に充当していた特定財

源４００万円の町営住宅使用料を減額し、一般財源を４００万円増額するものでございま

す。 

 ２５ページをごらんください。 

 第１３款諸支出金は４１０万円の補正でございます。これは第３項基金費、第１５目健

やか子ども基金費において、健やか子ども基金積立金として４１０万円を新規計上するも

のでございます。 

 なお、２６ページに地方債の現在高等に関する調書を添付いたしておりますので、お目

通しのほど、よろしくお願い申し上げます。 

 以上、議案第７号 平成２６年度まんのう町一般会計補正予算（案）第２号について御

説明申し上げました。御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

○関洋三議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 



－４７－ 

 これより質疑に入ります。本議案は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあくま

でも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

 質疑、１１番、藤田昌大君。 

○藤田昌大議員  ２２ページの学校管理費の５５０万円のＰＣＢ廃棄処分委託料なん

ですが、随分前に問題になった分ですよね、ＰＣＢというのはポリ塩化ビフェニルいうん

で、発がんの可能性があるんからどうのこうのいうんで、機械や用紙やあんなんを全部処

分せえということがあって、今さらこの字が出てくるとは思わなかったんですが、これ、

機械とかどういう分の処分ですか。書類の処分なのか機械なのか、その辺だけちょっと。 

○関洋三議長  答弁、学校教育課長、尾﨑君。 

○尾﨑学校教育課長  藤田議員さんの御質問にお答えいたします。 

 ＰＣＢでございますけれども、これまでまんのう町でためておりましたトランス、蛍光

灯とかそういうようなものをドラム缶で、現在、保存してございます。それで本年度にお

いて、その処分年度にございました。このＰＣＢにつきましては、当初予算の中にも予算

枠のほうをいただいておりましたけども、どうも算定のほうがちょっと額が違っておった

ということで、５００万円の増額をお願いをしておるところでございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○関洋三議長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第７号は、予算決算特別委員会に付託いたします。 

日程第２６ 議案第８号 平成２６年度まんのう町診療所特別会計補正予算（案）第１

号

○関洋三議長  日程第２６、議案第８号 平成２６年度まんのう町診療所特別会計補

正予算（案）第１号を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。             （大西豊議員着席 午後２時３０分） 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第８号 平成２６年度まんのう町診療所

特別会計補正予算（案）第１号について御説明申し上げます。 

 ２７ページをお開きください。 

 第１条の歳入歳出予算の補正については、２９ページの第１表をごらんください。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ７，４３０万円とするものでございます。 

 それでは、補正予算事項別明細書により、歳入の補正に関しまして御説明申し上げます。 

 ３３ページをお開きください。 

 第７款繰越金の補正は、前年度からの繰越金を２７０万円増額するものでございます。 

 続きまして、歳出について御説明申し上げます。 



－４８－ 

 ３４ページをお開きください。 

 第２款医業費は２７０万円の増額でございます。これは第１項医業費、第１目医療用機

械器具費において、医療用機械器具費修繕料を２７０万円増額したことによるものでござ

います。 

 以上、議案第８号 平成２６年度まんのう町診療所特別会計補正予算（案）第１号につ

きまして御説明申し上げました。御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

○関洋三議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  質疑はないようです。これをもって、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第８号は、会議規則第３９条第３項の規定により、

委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号は委員会の付託を省略することに決定しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより議案第８号 平成２６年度まんのう町診療所特別会計補正予算（案）第１号を

採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○関洋三議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 なお、次回会議の再開は明日９月１０日、午前９時３０分といたします。本議場に御参

集願います。 

 本日はこれで散会いたします。 

散会 午後 ２時３５分 



－４９－ 

   地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

    平成２６年９月９日 

        まんのう町議会議長 

        まんのう町議会議員 

        まんのう町議会議員 


